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中
国
研
究
集
刊 

珠
号
（
総
五
十
九
号
）
平
成
二
十
六
年
十
二
月　

一
〇
二
︱
一
二
四
頁

章
炳
麟
の
中
国
法
に
対
す
る
評
価（
下
）

︱「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
視
点
︱

小
林
　
武

承
前

　

章
炳
麟
（
号　

太
炎
）
は
一
九
〇
八
年
、
清
朝
に
よ
る
近
代
法

の
導
入
を
背
景
に
し
て
、「
五
朝
法
律
索
隠
」（『
民
報
』
第
二
三

号
）
を
書
き
、
中
国
法
の
評
価
作
業
を
し
た
。
法
の
近
代
化
に
当

た
っ
て
、
中
国
法
の
中
で
は
五
朝
法
の
精
神
を
生
か
せ
と
い
う
の

が
そ
の
論
旨
で
あ
る
。
太
炎
の
議
論
は
、
具
体
的
事
例
を
挙
げ
て

中
国
法
を
批
評
し
た
点
で
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
。
総
論
風
に

抽
象
的
に
論
じ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
前
稿
で
は
、

太
炎
の
論
じ
た
四
つ
の
視
点
の
内
、
第
一
「
重
生
命
」
と
第
二

「
恤
無
告
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
稿
は
、
前
稿
を
承
け
て
、

第
三
「
平
吏
民
」
と
第
四
「
抑
富
人
」
を
検
討
す
る
。
な
ぜ
太
炎

が
唐
律
や
清
律
で
は
な
く
、
五
朝
法
を
参
考
に
せ
よ
と
説
い
た
の

か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
五
朝
法
の
精
神
に
は
「
損
上
益
下
之

美
」
が
あ
り
「
抑
強
輔
微
之
心
」
が
あ
る
か
ら
と
い
う
の
だ
が
、

一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
見
て
み
よ
う
。

第
三
節　
「
平
吏
民
」
の
視
点

　

官
員
と
民
衆
を
公
平
に
扱
う
法
は
、
二
点
に
わ
た
っ
て
論
じ
ら

れ
た
。
部
民
（
あ
る
地
域
で
管
轄
下
に
あ
る
民
衆
）
が
長
吏
（
そ

こ
を
管
轄
す
る
地
方
官
）
を
殺
し
た
場
合
、
及
び
官
員
が
杖
刑
の

罪
を
犯
し
た
場
合
で
あ
る
。「
平
吏
民
」
の
項
は
、
官
員
の
法
的

優
遇
の
批
判
な
の
で
あ
る
。

（
一
）
先
ず
部
民
が
長
吏
を
殺
し
た
場
合
（「
部
民
殺
長
吏
者
、
同
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凡
論
」）
を
見
て
み
よ
う
。
太
炎
は
、
部
民
が
官
員
を
殺
し
て

も
特
別
扱
い
を
せ
ず
に
、
一
般
人
の
殺
害
の
場
合
と
同
様
に
論

決
せ
よ
、
と
主
張
し
た
。
中
国
法
は
同
罪
異
罰
が
特
徴
で
、
尊

卑
・
長
幼
の
序
を
重
視
し
て
、
同
じ
犯
罪
内
容
で
も
、
そ
の
身

分
関
係
の
相
違
に
よ
っ
て
処
罰
が
換
わ
る
。
と
く
に
官
員
に

は
、
法
的
恩
典
が
与
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
（
注
1
）
、
逆
に
官
員
を

殺
す
と
、
処
罰
が
重
く
な
る
。
そ
れ
故
太
炎
は
、
官
員
の
法
的

優
遇
を
問
題
視
し
、「
平
吏
民
」
を
主
張
し
た
。

　

あ
ら
か
じ
め
少
し
法
的
恩
典
の
例
に
触
れ
て
お
く
。
唐
律
に

「
応
議
請
減
」
條
（
名
例
律
）
が
あ
る
。「
議
」
と
は
、
死
罪
の

嫌
疑
が
か
か
る
と
、
法
司
は
勝
手
に
判
決
で
き
ず
、
犯
罪
の
動

機
や
犯
状
な
ど
を
都
座
集
議
し
、
集
議
の
結
果
を
皇
帝
に
報
告

し
て
判
断
を
委
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
恩
典
は
、「
八
議
」

に
当
た
る
者
が
そ
の
資
格
を
持
つ
。「
八
議
」
と
は
名
誉
の
あ

る
階
層
の
こ
と
で
、
親
（
皇こ
う

家て
い

の
親
戚
で
、
袒
免
の
服
喪
で
よ

い
遠
戚
も
含
む
）、
故
（
皇
家
の
旧
友
）、
功
（
大
き
な
功
績
を

挙
げ
た
者
）、
賢
（
大
き
な
徳
行
の
あ
る
者
）、
能
（
政
治
や
軍

事
の
上
で
大
き
な
才
業
の
あ
る
者
）、
勤
（
大
き
な
働
き
の
あ

る
者
）、
貴
（
爵
一
品
、
文
武
職
事
官
の
三
品
以
上
な
ど
の
官

員
）、
賓
（
先
代
の
後
を
承
け
た
国
賓
）
を
指
す
。「
請
」
と

は
、
死
罪
の
嫌
疑
が
固
ま
る
と
、
法
司
は
犯
状
を
条
し
て
皇
帝

に
奏
請
す
る
こ
と
で
あ
り
、
五
品
以
上
の
官
員
が
そ
の
資
格
を

持
つ
。「
減
」
と
は
、
流
罪
以
下
の
罪
を
一
等
減
ず
る
こ
と
で

あ
り
、
七
品
以
上
の
官
員
が
そ
の
資
格
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
に

「
八
議
」
や
官
員
は
、
一
般
人
と
は
違
う
法
的
優
遇
を
受
け
る

の
で
あ
る
。
他
に
も
「
除
免
当
贖
」（
除
名
、
免
官
、
免
所
居

官
、
官
當
、
贖
）
の
恩
典
が
あ
り
、
例
え
ば
「
官
當
」
は
、
官

員
が
流
刑
・
徒
刑
の
罪
を
犯
し
た
時
、
官
を
削
る
こ
と
で
実
刑

に
代
え
る
優
遇
措
置
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
官
員
は
謀
反
を
始

め
と
す
る
「
十
悪
」
を
犯
し
た
場
合
以
外
、
法
律
上
優
遇
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
唐
律
の
「
諸
以
理
去
官
、
与
見
任
同
」

條
（
名
例
律
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
官
員
の
法
的
優
遇
は
、

官
職
を
去
っ
て
も
残
る
（
注
2
）
。
こ
の
点
は
、
大
清
律
に
も
類
似

の
規
定
が
あ
る
（
注
3
）
。

　

さ
て
、
太
炎
は
こ
の
官
員
の
法
的
優
遇
に
つ
い
て
言
う
。
南

朝
宋
の
劉
秀
之
が
尚
書
右
僕
射
に
な
っ
て
、
部
民
が
長
吏
を
殺

し
た
場
合
の
制
令
を
改
め
よ
う
と
し
た
。
魏
晋
の
律
は
、
部
民

が
長
吏
を
殺
し
た
場
合
、
一
般
人
と
同
様
に
処
罰
し
た
よ
う

で
、
議
す
る
者
は
赦
に
あ
た
れ
ば
徙
送
を
加
え
る
の
が
よ
い
と

し
た
。
し
か
し
劉
秀
之
は
、
そ
れ
な
ら
「
悠
々
と
人
を
殺
す
」

こ
と
を
認
め
る
に
等
し
く
、
民
は
本
来
父
母
の
よ
う
に
長
官
を

敬
う
べ
き
だ
と
考
え
て
、
部
民
が
長
吏
を
殺
し
た
罪
を
重
く
し

た
。
こ
の
記
録
（『
宋
書
』
劉
秀
之
伝
）
か
ら
、
も
と
も
と
魏

晋
の
律
で
は
、
部
民
が
長
吏
を
殺
し
た
場
合
、
一
般
人
の
殺
害

（ 103 ）



と
同
様
に
処
罰
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
、
と
。
そ
し
て
、
太

炎
は
こ
う
続
け
る
。

「
蓋
し
法
律
と
は
、
左
は
以
て
民
を
庇
ひ
、
右
は
以
て
国

を
持
す
。
国
の
立
つ
る
所
以
は
、
其
の
秩
序
に
在
り
。
秩

序
は
其
の
官
府
に
在
り
て
、
其
の
官
府
を
代
表
す
る
の
一

人
に
は
在
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
謀
反
と
攻
盗
庫
兵
と
は
、

昔
よ
り
皆
其
の
罪
を
深
く
す
。
夫
の
私
人
相
殺
す
に
至
っ

て
は
、
部
民
長
吏
と
雖
も
、
何
ぞ
擇
ば
ん
。　
（
思
う
に

法
律
と
い
う
も
の
は
、
民
衆
の
保
護
と
国
家
の
維
持
が
目

的
で
あ
る
。
国
家
が
存
立
す
る
所
以
は
、
秩
序
に
あ
る
。

秩
序
は
官
僚
機
構
が
機
能
す
る
か
ら
こ
そ
維
持
さ
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
官
僚
機
構
を
代
表
す
る
者
に
よ
っ
て
で
は
な

い
。
故
に
〔
天
下
を
覆
そ
う
と
す
る
〕
謀
反
や
人
命
闘

殴
・
賊
盗
・
財
物
管
理
・
軍
隊
に
関
す
る
罪
は
重
か
っ

た
。
個
人
間
の
殺
傷
に
つ
い
て
は
、
部
民
と
長
吏
と
の
間

に
起
こ
っ
て
も
、〔
一
般
人
の
場
合
と
〕
区
別
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
）」（
注
4
）
。

太
炎
は
、
法
律
の
役
割
を
民
衆
の
保
護
と
国
家
の
秩
序
維
持
に

求
め
た
。
彼
か
ら
す
れ
ば
、
秩
序
は
制
度
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
官
僚
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
彼
が
劉
秀
之
を

批
判
し
た
の
は
、
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
劉

秀
之
の
言
葉
は
薦
紳
と
し
て
の
発
言
で
あ
っ
て
根
拠
が
な
い
、

②
漢
律
に
部
民
が
長
吏
を
殺
し
た
場
合
の
殊
科
は
見
当
た
ら
な

い
、
③
官
長
を
父
母
に
比
定
で
き
た
の
は
、
当
時
、
封
建
制
か

ら
離
陸
し
て
間
も
な
く
、
民
衆
も
お
上
に
恩
に
感
じ
て
お
り
、

父
母
に
比
す
る
こ
と
も
で
き
た
か
ら
だ
、
と
（
注
5
）
。
し
か
も
太

炎
は
、
劉
秀
之
の
改
訂
し
た
令
が
「
斉
民

0

0

殺
長
吏
」
に
ま
で
適

用
の
拡
大
さ
れ
た
点
を
問
題
視
し
、
あ
る
地
方
の
民
衆
が
別
の

地
方
の
官
員
を
殺
す
と
、
本
属
関
係
が
な
い
の
に
「
部
民

0

0

殺
長

吏
」
の
場
合
と
同
じ
罪
に
な
る
、
と
批
判
し
た
（
注
6
）
。
部
民
が

長
吏
を
殺
す
と
罪
が
重
か
っ
た
の
は
、
当
地
の
長
吏
が
部
民
に

と
っ
て
父
母
の
ご
と
き
存
在
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
だ
が
、
今
や

「
部
民
殺
長
吏
」
條
の
規
定
は
官
員
殺
害
一
般
に
ま
で
拡
大
解

釈
さ
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
民
に
と
っ
て
王
は
父
母
の

ご
と
き
存
在
と
は
（
注
7
）
、
も
と
も
と
儒
教
の
基
本
的
発
想
で
あ

る
。
こ
の
倫
理
的
前
提
が
、
地
方
官
と
当
地
の
民
衆
の
間
に
も

適
用
さ
れ
て
法
に
影
響
し
、
さ
ら
に
民
衆
の
官
員
一
般
の
殺
害

に
ま
で
拡
大
解
釈
さ
れ
て
罰
せ
ら
れ
る
。
太
炎
は
、
こ
う
し
た

官
員
の
法
的
優
遇
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　

部
民
が
長
吏
を
殺
す
こ
と
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。
例
え

ば
大
清
律
に
は
、
関
係
規
定
の
一
つ
に
「
謀
殺
制
使
及
本
管
長

官
」
條
（
人
命
律
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
制
命
を
奉
じ
て
出
使
し

て
き
た
官
員
を
在
地
の
官
員
が
謀
殺
す
る
、
部
民
が
本
属
の
知

府
・
知
州
・
知
県
を
謀
殺
す
る
と
い
っ
た
、
官
員
謀
殺
事
案
の

（ 104 ）



規
定
で
あ
る
。
謀
殺
は
す
で
に
行
わ
れ
た
が
未
傷
で
あ
る
と
、

「
杖
一
百
、
流
二
千
里
」、
す
で
に
傷
つ
け
る
と
、
首
犯
な
ら

「
絞
」、
す
で
に
殺
す
と
「
斬
」
に
処
せ
ら
れ
る
。「
杖
一
百
、

流
二
千
里
」
の
科
罰
は
、
二
〇
等
級
あ
る
五
刑
（
笞
刑
五
等
・

杖
刑
五
等
・
徒
刑
五
等
・
流
刑
三
等
・
死
刑
二
等
）
の
中
で
か

な
り
重
い
。
祖
父
母
・
父
母
を
謀
殺
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
そ

れ
を
す
で
に
行
っ
た
だ
け
で
、
首
犯
従
犯
を
問
わ
ず
「
斬
」
と

な
る
か
ら
、「
杖
一
百
、
流
二
千
里
」
の
処
罰
は
、
そ
れ
よ
り

は
軽
い
も
の
の
、
緦
麻
（
服
喪
期
間
が
も
っ
と
も
短
い
）
以
上

の
尊
長
を
謀
殺
せ
ん
と
し
て
す
で
に
行
っ
た
場
合
の
科
罰
と
同

じ
な
の
で
あ
る
（
注
8
）
。
つ
ま
り
、
部
民
と
長
吏
と
の
関
係
は
、

遠
い
縁
戚
に
比
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
條
は
、

民
衆
と
い
っ
て
も
部
民
が
当
地
を
支
配
す
る
官
員
を
殺
し
た
場

合
に
限
っ
て
い
る
。「
毆
制
使
及
本
管
長
官
」
條
（
闘
毆
律
）

も
同
様
で
、
部
民
が
本
属
の
知
府
・
知
州
・
知
県
を
殴
っ
た
場

合
に
限
定
し
て
い
る
（
注
9
）
。
こ
の
大
清
律
の
規
定
は
、
唐
律

「
謀
殺
府
主
等
官
」
條
（
賊
盗
律
）
な
ど
に
も
と
づ
く
が
（
注
10
）
、

そ
の
文
言
に
「
部
民
」
の
語
は
な
い
。
唐
律
の
本
條
の
前
後
に

「
謀
殺
期
親
尊
長
」「
部
曲
奴
婢
殺
主
」
條
が
あ
り
、
清
末
の
法

学
者
沈
家
本
（
一
八
四
〇
～
一
九
一
三
）
に
よ
れ
ば
、
明
律
に

な
っ
て
、
別
に
あ
っ
た
「
部
曲
奴
婢
殺
主
」
條
が
こ
れ
ら
に
合

わ
さ
れ
た
と
い
う
（
注
11
）
。
い
ず
れ
も
下
の
者
が
上
の
者
を
謀
殺

し
よ
う
と
し
た
点
が
問
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
義

合
」
の
関
係
に
お
い
て
「
不
義
」
に
当
た
り
（
注
12
）
、
下
の
者
が

上
の
者
を
殺
す
こ
と
は
、
家
族
関
係
の
謀
殺
規
定
と
同
列
に
置

か
れ
て
、「
父
母
之
義
」
に
背
く
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
部
民

0

0

︱
長
吏
の
関
係
に
限
っ
た
規
定
は
明
清
律

に
生
ま
れ
、
唐
律
に
は
本
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
太
炎
は
、

部
民
︱
長
吏
関
係
が
斉
民

0

0

︱
官
員
関
係
に
ま
で
拡
大
解
釈
さ
れ

た
と
批
判
し
た
が
、
そ
れ
が
い
か
な
る
事
例
を
指
す
の
か
不
明

で
あ
る
。
清
末
に
お
い
て
地
方
自
治
の
末
端
を
担
っ
た
「
紳

士
」
と
民
衆
の
現
実
を
踏
ま
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
次

項
）。
と
も
あ
れ
、
部
民
︱
長
吏
の
関
係
規
定
が
、
官
員
の
特

権
階
級
化
し
て
い
た
現
実
を
前
提
に
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

従
っ
て
、
官
員
殺
害
を
一
般
人
の
殺
害
と
同
様
の
扱
い
に
せ

よ
と
の
主
張
は
、
特
権
階
級
化
を
排
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、

同
罪
異
罰
の
規
定
を
も
つ
中
国
法
の
根
本
を
問
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
点
を
、
太
炎
は
さ
ら
に
王
室
と
皇
族
を
例
に
論
じ

た
。
秦
始
皇
以
来
、
皇
帝
に
と
っ
て
、
皇
族
も
斉
民
に
等
し
い

存
在
に
な
っ
た
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

太
炎
は
言
う
。
王
室
の
近
親
は
、
そ
の
土
地
を
治
め
民
を
支

配
す
る
官
員
と
は
違
う
。『
周
礼
』
で
は
、「
王
の
親
を
殺
す
者

は
こ
れ
を
辜
す
」（
秋
官
司
寇
掌
戮
）
と
言
い
、
民
衆
間
の
殺

害
の
場
合
と
は
律
を
異
に
し
て
い
た
。
思
う
に
上
代
は
政
治
権
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力
が
貴
族
に
あ
り
、
王
の
親
族
は
王
に
等
し
か
っ
た
か
ら
だ
。

し
か
し
、
秦
始
皇
以
来
、
封
建
制
は
廃
さ
れ
、
王
以
外
は
民
衆

に
等
し
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
満
洲
が
中
国
に
客
帝
に
な
る

と
、
旧
い
制
度
や
発
想
に
よ
っ
て
「
同
気
」（
親
族
）
を
保
護

し
た
、
と
（
注
13
）
。

　

以
上
、
太
炎
は
、
秦
以
降
、
皇
族
と
い
え
ど
も
す
べ
て
民
衆

扱
い
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
優
遇
さ
れ
る
規
定
を
批
判
し
た
の

で
あ
る
。
優
遇
規
定
と
は
、
皇
族
の
場
合
、
例
え
ば
「
八
議
」

の
中
の
「
議
親
」
で
あ
り
、
罪
を
犯
し
て
も
、「
十
悪
」
以
外

だ
と
軽
減
さ
れ
る
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、
法
的
に
優
遇
さ
れ
た

皇
族
に
対
し
て
罪
を
犯
す
と
、
一
般
人
に
対
す
る
場
合
よ
り
も

罪
が
重
く
な
る
。
例
え
ば
大
清
律
「
皇
家
袒
免
以
上
親
被
毆
」

條
（
闘
殴
律
）
で
あ
る
。
袒
免
と
は
、
喪
に
あ
う
と
、
左
肩
を

脱
ぎ
冠
を
被
ら
ず
に
髪
を
く
く
っ
て
服
喪
す
る
こ
と
で
あ
り
、

五
服
の
外
に
あ
っ
て
、
遠
戚
に
適
用
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
遠
い

皇
族
を
毆
っ
た
場
合
、
負
傷
さ
せ
な
く
て
も
、「
杖
六
十
、
徒

一
年
」
の
処
罰
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
注
14
）
。
一
般
人
の

闘
毆
で
あ
れ
ば
、
負
傷
さ
せ
な
い
場
合
「
笞
二
十
」
で
す
む
。

と
こ
ろ
が
「
杖
六
十
、
徒
一
年
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
普
通
、

相
手
の
歯
二
本
、
指
二
本
以
上
を
折
る
な
ど
し
た
場
合
の
傷
害

罪
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
皇
族
と
一
般
人
と
の
科

罰
の
差
は
、
九
等
級
も
離
れ
て
い
て
、
科
罰
と
し
て
は
格
段
に

重
い
。
皇
族
が
法
的
特
権
階
級
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
中
国
法
に
お
け
る
法
的
優
遇
の
問
題

は
、
法
の
近
代
化
に
際
し
て
、
法
の
前
の
平
等
と
い
う
点
で
、

避
け
て
は
通
れ
な
い
課
題
で
あ
っ
た
、
と
分
か
る
。

（
二
）
続
い
て
、
官
員
の
罪
刑
が
民
衆
と
違
う
こ
と
へ
の
批
判
で

あ
り
、
太
炎
は
杖
刑
を
例
に
検
討
し
た
（「
官
吏
犯
杖
刑
者
、

悉
同
凡
論
」）。

　

前
項
に
も
触
れ
た
が
、
中
国
法
に
は
、
官
員
に
対
す
る
法
的

優
遇
が
あ
る
（
注
15
）
。
こ
こ
で
は
、
官
員
の
法
的
優
遇
に
つ
い
て
、

日
常
的
に
起
こ
り
う
る
杖
刑
や
収
贖
が
例
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
彼
の
問
題
提
起
を
見
て
み
よ
う
。

　

太
炎
は
言
う
。『
隋
書
』
刑
法
志
は
、
梁
律
に
「
免
官
加
杖

督
一
百
」「
奪
労
百
日
杖
督
一
百
」
の
二
條
が
あ
っ
た
と
記
録

す
る
（
注
16
）
。
こ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
収
贖
の
法
が
官
員

に
ま
で
及
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。『
魏
略
』
に

は
、
韓
宣
が
尚
書
郎
に
な
っ
た
時
、
職
務
の
こ
と
で
殿
前
で
罰

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
文
帝
か
ら
赦
さ
れ
た
情
景
が
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
赦
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
普
通
は
尚
書
郎
で
さ

え
も
杖
刑
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
。
と
こ
ろ
が
唐
代
（
太
極
元

年
、
七
一
二
）
に
な
っ
て
、
杖
刑
は
贓
吏
の
懲
罰
に
だ
け
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宋
代
に
な
る
と
、
士
大
夫
を
優
遇
し

た
が
、
贓
吏
は
ま
だ
背
中
を
杖
で
撲
た
れ
、
黥
し
て
海
島
に
配
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流
さ
れ
た
。「
刑
不
上
大
夫
」（『
礼
記
』
曲
礼
上
）
だ
か
ら
、

こ
の
制
は
廃
止
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も

「
刑
不
上
大
夫
」
は
、
封
建
時
代
の
考
え
で
あ
り
、
鞭む
ち

抶う
ち

の
刑

は
、
古
代
で
は
五
刑
の
中
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の

は
、
大
夫
は
礼
教
に
遵
っ
て
罪
を
犯
さ
な
い
。
万
が
一
犯
し
た

時
は
、
そ
の
心
の
制
裁
に
任
せ
る
と
い
う
倫
理
的
前
提
が
あ
っ

た
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、
大
夫
は
自
ら
を
寵
愛
し
、
刑
を
受
け

な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
秦
始
皇
以
降
、
一
君
万
民
体

制
に
な
り
、
皇
帝
だ
け
が
貴
く
、
民
衆
の
間
に
貴
賤
が
な
く

な
っ
た
。
近
世
に
な
っ
て
、
礼
制
は
、
大
体
庶
人
に
ま
で
拡

が
っ
た
。
昔
と
は
違
っ
て
、
礼
が
庶
人
に
ま
で
下
っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
軽
罪
に
適
用
さ
れ
る
笞
杖
の
刑
が
存
す
る
以
上
、
民

衆
の
み
な
ら
ず
官
員
に
も
適
用
す
べ
き
だ
。
官
員
の
犯
罪
を

「
罰
俸
貶
官
」
で
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
（
注
17
）
。「
罰
俸
」

と
は
、
官
員
が
過
失
に
よ
っ
て
一
定
期
間
俸
給
を
差
し
止
め
ら

れ
る
こ
と
、「
貶
官
」
と
は
、
官
職
を
さ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

官
員
に
杖
刑
を
適
用
せ
ず
、「
罰
俸
貶
官
」
な
ど
で
罪
を
軽

減
す
る
こ
と
は
、「
職
官
有
犯
」
條
や
「
文
武
官
犯
私
罪
」（
以

上
『
大
清
律
』
名
例
律
）
と
い
っ
た
諸
條
に
見
え
る
。
例
え
ば

内
外
大
小
の
文
武
官
が
私
罪
（
公
事
に
よ
ら
ず
私
意
に
よ
っ
て

犯
し
た
罪
）
を
犯
す
と
、
笞
刑
一
十
に
該あ

た
る
場
合
は
罰
俸
二

カ
月
、
二
十
だ
と
三
カ
月
で
贖
し
、
杖
刑
六
十
に
該
た
る
場
合

は
一
等
級
下
げ
、
七
十
だ
と
二
等
級
下
げ
て
叙
用
す
る
と
い
っ

た
具
合
で
あ
る
（
注
18
）
。
こ
れ
以
外
に
も
官
員
に
は
「
官
當
」
と

い
う
法
的
優
遇
措
置
が
あ
り
、
流
刑
や
徒
刑
に
相
当
す
る
罪
を

犯
す
と
、
官
職
を
削
っ
て
実
刑
に
代
替
す
る
の
で
あ
る
。
官
職

を
削
っ
て
も
罪
が
残
る
と
、
そ
の
残
り
の
部
分
を
贖
罪
さ
せ

る
。
こ
う
で
あ
れ
ば
、
結
果
的
に
笞
刑
や
杖
刑
の
軽
罪
は
、
実

刑
を
科
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
（
注
19
）
。
要
す
る
に
、
彼
ら
が

罪
を
犯
し
て
も
、
優
遇
措
置
か
ら
処
罰
が
軽
減
さ
れ
る
。「
罰

俸
貶
官
」
で
処
理
す
る
な
と
の
太
炎
の
主
張
は
、
こ
れ
を
踏
ま

え
て
の
議
論
で
あ
る
。

　

そ
れ
故
、
太
炎
が
杖
刑
を
律
ど
お
り
に
加
え
よ
と
論
じ
た
意

味
は
、
一
般
人
と
同
様
に
処
罰
す
る
こ
と
で
あ
り
、
身
分
的
特

権
を
廃
し
て
、
法
の
前
の
平
等
を
求
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な

か
っ
た
。

　

話
し
を
戻
す
。
太
炎
は
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
晋
律

は
免
官
を
三
歳
刑
に
比
定
し
た
。
明
以
降
、
免
官
は
満
杖
に
比

定
さ
れ
た
。
晋
の
法
制
は
次
第
に
弛
ん
で
き
た
よ
う
だ
が
、
そ

れ
で
も
五
歳
刑
四
歳
刑
を
犯
し
た
者
に
は
、
免
官
後
、
余
罪
を

省
釈
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
晋
律
で
は
、
将
吏
が
武
庫
垣
を
越

え
る
と
、「
髠
鉗
、
五
歳
刑
、
笞
二
百
」
の
罰
が
科
せ
ら
れ
た
、

と
（『
御
覧
』
六
百
四
十
二
所
引
）（
注
20
）
。「
髠
鉗
」
と
は
、
頭

髪
を
剃
り
鉄
で
首
を
束
ね
る
労
役
刑
の
一
つ
で
あ
る
。
晋
代
で

（ 107 ）



は
、
将
吏
が
五
歳
刑
を
犯
す
と
、
免
官
（
三
歳
刑
に
相
当
）
し

た
後
、
残
り
の
二
歳
を
「
徒
」
と
し
て
「
髠
鉗
、
笞
二
百
」
が

科
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
晋
律
に
は
、
官
員
の
法
的
優
遇

が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
太
炎
は
言
う
。

「
ま
し
て
況
ん
や
此
の
律
を
並
べ
て
去
ら
ん
と
す
。
古
の

法
を
為お
さ

む
る
こ
と
、
百
姓
を
佐た
す

く
る
に
急
に
し
て
、
今
の

法
を
為
む
る
こ
と
、
士
大
夫
を
優
全
す
る
に
急
な
り
。
其

の
名
を
託
し
て
廉
恥
を
重
ん
ず
と
曰
ひ
、
其
の
語
を
詭い
つ
わり

て
紀
綱
を
存
す
と
曰
ふ
。
悟
ら
ず
、
廉
恥
は
方ま
さ

に
此
に
牽す

た

れ
、
紀
綱
も
亦
た
此
に
壊
た
る
を
。
明
世
、
挙
貢
の
諸
生

と
雖
も
、
亦
た
笞
杖
を
免
る
。
此
れ
印
度
の
四
姓
階
級
の

制
と
復
た
何
ぞ
異
な
ら
ん
や
。　
（
ま
し
て
〔
梁
律
に
見

え
る
官
員
杖
督
の
〕
法
を
削
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
古
え
の
法
は
民
衆
を
助
け
る

の
に
性
急
で
あ
っ
た
が
、
今
の
法
は
士
大
夫
の
優
遇
に
性

急
な
の
だ
。〔
後
者
の
場
合
〕、
言
葉
の
上
で
は
廉
恥
を
重

ん
じ
る
と
言
い
、
詭
弁
を
弄
し
て
紀
綱
を
存
す
る
と
言
う

が
、
廉
恥
は
こ
こ
に
廃
れ
、
紀
綱
も
こ
こ
に
壊
れ
る
こ
と

が
分
か
っ
て
い
な
い
の
だ
。
明
代
に
な
る
と
、〔
科
挙
の

下
級
試
験
合
格
者
で
あ
る
〕
挙
人
や
貢
生
ま
で
、
笞
杖
刑

を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
は
イ

ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
と
同
じ
で
は
な
い
か
。）」（
注
21
）
。

上
に
見
た
よ
う
に
、
官
員
は
罪
刑
を
得
て
も
、
そ
れ
に
抵
て
る

種
々
の
減
免
方
法
が
あ
り
、
優
遇
さ
れ
て
い
た
（
注
22
）
。
し
か
も

そ
れ
が
道
徳
的
に
粉
飾
さ
れ
、
適
用
範
囲
の
拡
大
さ
れ
た
こ
と

が
太
炎
に
は
許
せ
な
か
っ
た
。「
廉
恥
」
で
飾
る
と
い
う
の
は
、

「
微
末
の
小
官
も
ま
た
国
家
の
名
器
で
あ
り
、
一
生
の
廉
恥
に

関
わ
る
」
の
で
、
軽
々
し
く
打
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
発
想

を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
（
注
23
）
。
引
用
に
あ
る
「
挙
貢
」
と
は
、

知
県
の
職
に
就
く
な
ど
地
方
自
治
に
深
く
関
わ
る
挙
人
や
貢
生

の
こ
と
で
あ
る
。
太
炎
が
代
議
制
を
「
民
権
を
挫
抑
」
す
る
も

の
と
し
て
反
対
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
地
方
自
治
を
担
っ
て
い

た
「
挙
貢
」
が
選
任
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
が
（
注
24
）
、
彼
ら
は

私
罪
を
犯
し
て
も
、
笞
・
杖
の
刑
を
免
れ
る
優
遇
措
置
を
受
け

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
法
的
優
遇
に
よ
り
免
官
な
ど
の
措
置
で

罪
刑
を
軽
減
せ
ら
れ
て
も
、
失
う
の
は
職
位
で
あ
っ
て
、
官
そ

の
も
の
で
は
な
い
（
注
25
）
。
官
職
を
去
っ
た
官
員
で
も
、
現
任
官

同
様
に
優
遇
さ
れ
る
（
注
26
）
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
イ
ン
ド
の
カ
ー

ス
ト
と
同
じ
だ
と
彼
が
批
判
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
法
的
優
遇

制
度
の
現
実
を
見
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
よ
り
、
太
炎
は
、
中
国
法
が
官
僚
階
級
の
特
権
化
を

容
認
し
て
い
る
点
を
批
判
し
た
と
分
か
る
。
彼
の
議
論
は
、

法
の
下
の
平
等
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
科
罰
の

均
等
な
適
用
の
方
向
で
な
さ
れ
た
。
市
民
社
会
の
法
と
は
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ま
っ
た
く
違
っ
た
発
想
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
を

法
家
的
だ
と
し
て
済
ま
す
こ
と
は
出
来
ま
い
（
後
述
）。
儒

家
と
法
家
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
、「
五
朝
法
律
索
隠
」

の
議
論
は
、
近
代
法
の
導
入
を
知
的
触
媒
と
し
、
家
族
や
官

僚
を
優
遇
す
る
中
国
法
の
性
格
を
洗
い
出
し
た
か
ら
で
あ

る
。
彼
に
お
い
て
、
法
の
下
の
平
等
と
は
、
法
を
例
外
な
く

均
し
く
適
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
の
視
線
の
先
に
は
中

国
社
会
の
現
実
が
あ
っ
た
。

第
四
節　
「
抑
富
人
」
の
視
点

　

太
炎
は
、
五
朝
法
の
優
れ
る
と
こ
ろ
を
富
人
抑
制
の
視
点
か
ら

も
論
じ
た
。
富
人
抑
制
の
議
論
は
、
反
功
利
主
義
の
立
場
に
立

ち
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
中
で
特
徴
的
な
も
の
と
言
え
る
。
前

述
し
た
通
り
、
太
炎
は
五
朝
法
を
「
重
生
命
」「
恤
無
告
」「
平
吏

民
」「
抑
富
人
」
の
視
点
か
ら
高
く
評
価
し
た
。
こ
の
四
つ
の
視

点
は
、
総
じ
て
法
の
均
等
な
適
用
の
議
論
で
あ
る
の
だ
が
、「
抑

富
人
」
は
富
人
の
懲
罰
論
も
加
わ
り
、
近
代
性
の
点
か
ら
見
れ
ば

特
異
と
言
え
よ
う
。
富
人
に
も
均
し
く
法
を
適
用
せ
よ
と
い
う
だ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
富
の
容
認
は
、
近
代
市
民
社
会
の
基
本
的
前
提
で
あ

る
か
ら
、
富
人
抑
制
の
議
論
は
、
近
代
市
民
社
会
に
対
す
る
批
判

と
な
る
。
し
か
し
、
清
末
は
市
民
社
会
の
前
夜
で
は
な
く
、
ま
た

太
炎
の
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
富
人
と
は
、
官
僚
と
一
体
化
し
て

商
業
を
推
進
し
た
「
紳
士
」
階
層
の
こ
と
で
あ
る
。
儒
教
は
も
と

も
と
道
徳
主
義
的
立
場
に
立
っ
て
商
業
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。

商
業
は
反
道
徳
的
で
、
欲
望
を
は
ら
ま
せ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
（
注
1
）
。
そ
れ
故
、
儒
教
的
教
養
を
持
つ
彼
ら
が
商
業
を
営
む
に

は
、
儒
教
を
否
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
欲
望
と
倫
理
の
関
係
を
理

論
的
に
整
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欲
望
の
肯
定
と
否
定
と

い
う
倫
理
上
の
二
律
背
反
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
経
済
活
動
を
行

う
富
人
（「
紳
士
」）
を
、
太
炎
は
倫
理
的
に
も
政
治
的
に
も
認
め

な
か
っ
た
。
堕
落
し
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
の
「
憲
法
大
綱
」
批
判

の
背
景
に
こ
の
批
判
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
は
、
前
稿
で
考
察
し
た

が
（
注
2
）
、
こ
の
「
抑
富
人
」
の
議
論
も
同
様
で
あ
る
。

　

彼
は
、
富
人
抑
制
に
二
つ
の
方
法
を
挙
げ
た
。
一
つ
は
、
商
人

に
異
様
な
服
装
を
強
制
し
、
官
僚
と
の
癒
着
を
断
ち
切
る
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
官
僚
や
一
般
人
（
富
人
を
含
む
）

に
は
贖
罪
を
認
め
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
懲
罰
的
色

彩
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

（
一
）
先
ず
商
人
に
異
様
な
服
装
を
さ
せ
る
こ
と
（「
商
賈
皆
殊
其

服
」）
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
太
炎
は
言
う
。『
晋
令
』（『
広

韻
』
所
引
）
に
、
儈
し
よ
う

売ば
い

す
る
者
に
は
頭
巾
を
着
け
さ
せ
、
白

い
表
題
を
つ
け
て
額
に
貼
ら
せ
、
儈
売
し
て
い
る
こ
と
や
姓
名
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が
分
か
る
よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
、
一
方
の
足
に
は
白
い
履
、

も
う
一
方
に
は
黒
い
履
を
は
か
せ
る
、
と
あ
る
。
漢
、
高
祖
は

商
人
に
絹
の
着
用
を
禁
じ
、
車
に
は
乗
せ
な
か
っ
た
が
（『
史

記
』
平
準
書
）、
孝
恵
高
后
（
呂
后
B.C.
一
八
七
～
B.C.
一
八
〇
在

位
）
の
と
き
、
商
人
の
律
が
弛
ん
だ
。
と
は
い
え
、
当
時
、
商

人
の
子
孫
は
仕
宦
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
漢
令
は
商

人
に
き
わ
め
て
厳
し
か
っ
た
の
で
、
吏
道
は
壊
た
れ
ず
に
廉
直

で
あ
っ
た
、
と
（
注
3
）
。
太
炎
は
、
漢
晋
両
朝
が
商
人
に
異
様
な

服
装
を
さ
せ
、
厳
し
く
規
制
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
の
で

あ
る
。

　

そ
も
そ
も
身
分
に
応
じ
た
特
別
な
服
装
は
、
中
国
の
服
制
の

基
本
で
あ
り
、
貴
賤
を
区
別
す
る
徴
表
で
あ
る
。
中
国
で
服
制

の
歴
史
は
古
い
（
注
4
）
。
衣
服
の
形
式
や
模
様
、
色
な
ど
は
、
朝

服
や
公
服
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
唐
代
に
お

い
て
、
紫
・
緋
・
緑
・
青
の
四
色
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
官
品

を
有
し
た
官
員
に
し
か
着
用
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（
注
5
）
。
礼

制
は
衣
服
の
着
用
に
も
及
び
、
服
制
か
ら
の
逸
脱
は
許
さ
れ

ず
、
禁
止
事
項
が
生
じ
た
。
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
が
あ
る
も
の

の
、
商
人
に
華
美
な
衣
服
の
着
用
は
許
さ
れ
ず
、
車
馬
な
ど
に

乗
る
こ
と
も
よ
く
禁
止
さ
れ
た
（
注
6
）
。
と
い
う
の
は
、
儒
教
が

道
徳
主
義
的
立
場
に
立
っ
て
抑
商
政
策
を
と
っ
た
か
ら
だ
が
、

富
商
が
華
美
な
服
を
着
、
贅
沢
な
生
活
を
送
っ
た
現
実
が
あ
っ

た
か
ら
で
も
あ
る
。
例
え
ば
漢
代
、
富
人
や
大
商
人
が
宴
会
を

開
い
て
客
を
招
い
た
際
、
そ
の
牆
壁
に
古
の
天
子
が
着
用
し
た

黼
繡
を
掛
け
た
、
と
記
録
さ
れ
る
（
注
7
）
。『
晋
令
』
に
よ
れ
ば
、

「
士
卒
百
工
、
履
の
色
は
緑
・
青
・
白
を
過
ぐ
る
こ
と
な
し
」

と
あ
る
（
注
8
）
。『
宋
史
』
に
よ
れ
ば
、
旧
制
で
は
、
民
衆
は
白

色
で
あ
っ
た
が
、
皂く
ろ

色
も
許
さ
れ
た
（
注
9
）
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
太
炎
が
商
人
の
履
物
の
色
を
白
と
黒

に
強
制
す
る
文
化
的
土
壌
は
存
し
て
お
り
、
彼
が
突
然
異
様
な

服
装
を
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
晋
令
』
で

は
、
商
人
に
異
様
な
服
装
を
さ
せ
る
こ
と
は
、
上
に
引
い
た
士

卒
百
工
、
婢
な
ど
に
履
物
の
指
定
を
す
る
こ
と
と
同
列
に
お
か

れ
て
い
る
（
注
10
）
。
こ
こ
か
ら
晋
代
で
は
、
商
人
の
異
様
な
服
装

が
秩
序
維
持
を
目
指
す
上
で
規
制
手
段
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
し
か
し
、
職
業
を
自
由
平
等
に
扱
お
う
と
す
る
近
代

世
界
の
入
口
に
お
い
て
、
商
人
に
異
様
な
服
装
が
強
制
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
、
彼
の
反
功
利
主
義
の
立
場
と
清
末

に
お
け
る
商
業
の
担
い
手
の
問
題
に
関
わ
る
。
彼
は
言
う
。

「
商
賈
は
惟
だ
積
貯
掊
克
に
是
れ
務
む
る
の
み
。
已
に
官

に
入
る
と
雖
も
、
其
の
貪
冒
を
禁
ず
る
能
は
ず
。
身
ず
か

ら
商
賈
と
為
る
者
を
し
て
、
仕
宦
し
て
吏
と
為
る
を
得
ざ

ら
使
む
る
も
可
な
り
。
其
の
子
孫
は
既
に
斉
民
と
異
な
る

こ
と
な
け
れ
ば
、
又
た
其
の
族
世
に
因
り
て
之
を
禁ふ

錮さ

ぐ
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は
、
斯
れ
過
制
な
り
。　
（
商
人
は
貯
蓄
や
収
斂
に
熱
心

で
あ
り
、
官
吏
に
な
っ
て
も
、
そ
の
貪
欲
さ
は
禁
止
で
き

ま
い
。
自
ら
商
人
に
な
る
者
に
は
、
出
仕
し
て
官
吏
に
な

る
の
を
禁
じ
て
も
よ
い
。〔
し
か
し
〕
そ
の
子
孫
は
一
般

民
衆
と
違
い
が
な
い
以
上
、
先
代
に
〔
商
人
が
い
る
こ
と

に
〕
よ
っ
て
、〔
彼
ら
の
官
員
へ
の
道
を
〕
閉
ざ
す
こ
と

は
、
行
き
過
ぎ
た
制
度
で
あ
る
）」（
注
11
）
。

商
人
は
貪
欲
な
の
で
、
官
僚
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ

が
、
そ
こ
に
は
周
知
の
通
り
、
官
僚
が
利
権
を
持
ち
商
人
と
癒

着
し
て
腐
敗
を
生
ん
で
き
た
社
会
的
背
景
が
あ
る
（
注
12
）
。
た
だ

し
、
彼
は
そ
の
子
孫
が
官
僚
に
な
る
こ
と
を
禁
じ
は
し
な
い
。

漢
代
で
は
、
商
人
の
家
か
ら
官
僚
を
出
し
て
は
な
ら
ず
（
注
13
）
、

「
代
議
然
否
論
」（『
民
報
』
第
二
四
号
、
一
九
〇
八
年
一
〇
月

一
〇
日
）
に
お
い
て
、
太
炎
も
商
人
の
家
か
ら
官
僚
を
出
す
こ

と
を
禁
止
せ
よ
と
言
っ
た
（
注
14
）
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
二
カ
月
前

に
書
か
れ
た
こ
の
「
五
朝
法
律
索
隠
」（『
民
報
』
第
二
三
号
、

一
九
〇
八
年
八
月
一
〇
日
）
で
は
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
主

張
の
揺
れ
を
ひ
と
ま
ず
置
け
ば
、
異
様
な
服
装
を
さ
せ
る
の

は
、
商
業
従
事
者
を
社
会
的
表
徴
と
し
て
差
別
し
、
官
僚
の
羞

恥
心
に
訴
え
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
上
の
引
用
に
続
い

て
言
う
。

「
若
し
夫
れ
其
の
章
服
を
殊
に
し
以
て
標
識
と
為
さ
ば
、

兼
并
す
る
者
を
し
て
位
を
出
で
て
政
治
を
干
す
を
得
ざ
ら

し
め
、
官
に
在
る
者
を
し
て
亦
た
商
人
と
伍
す
る
を
羞
じ

し
む
。
則
ち
今
世　

行
ふ
可
き
所
な
り
。　
（
商
人
に
印

な
ど
の
付
い
た
特
殊
な
服
装
を
着
用
さ
せ
て
社
会
的
標
識

と
す
れ
ば
、
官
僚
で
商
業
を
兼
ね
て
営
む
者
に
は
、
そ
の

地
位
を
越
え
て
政
治
を
勝
手
に
で
き
な
い
し
、
官
僚
で
あ

れ
ば
、
商
人
と
交
わ
る
の
を
恥
ず
か
し
く
思
う
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
現
代
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
）」（
注
15
）
。

商
人
を
外
観
か
ら
識
別
で
き
る
よ
う
に
し
て
差
別
化
し
、
官
僚

と
の
癒
着
を
断
ち
切
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
官
僚
と
民
衆
と

の
公
平
な
法
的
待
遇
を
唱
え
た
太
炎
に
し
て
は
（
第
三
節
）、

社
会
的
差
別
を
こ
と
さ
ら
設
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の

は
、
彼
が
反
功
利
主
義
の
立
場
に
立
ち
（
注
16
）
、
商
業
活
動
一
般

に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
中
国
社
会
に

お
い
て
官
僚
が
利
権
を
も
ち
、
商
人
と
癒
着
し
て
き
た
歴
史
が

あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
の
上
、
商
人
と
官
僚
が
「
紳
士
」

層
を
母
胎
と
し
、
地
域
社
会
に
お
い
て
民
衆
を
抑
圧
し
て
き
た

現
実
も
関
連
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
太
炎
は
代
議
制
に
反
対
し

て
清
朝
の
「
憲
法
大
綱
」
を
批
判
し
た
（
前
稿
）。
す
な
わ
ち
、

「
代
議
政
体
は
、
民
権
を
伸
ば
す
も
の
で
は
な
く
」（
注
17
）
、「
そ

れ
故
議
院
と
い
う
の
は
、
国
家
が
愚
民
を
誘
惑
し
て
そ
の
口
を

塞
ぐ
手
段
で
あ
る
。
し
か
も
代
議
士
は
豪
家
出
身
で
あ
る
か
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ら
、
捐
納
し
て
官
を
得
る
場
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
彼

ら
の
志
は
も
と
よ
り
利
益
追
求
だ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
（
注
18
）
。

代
議
制
が
中
国
の
地
方
自
治
の
実
態
と
重
な
り
、
民
衆
の
抑
圧

装
置
と
考
え
ら
れ
た
結
果
、「
紳
士
」
層
に
は
批
判
的
な
の
で

あ
っ
た
。

　

話
し
を
戻
す
。
商
人
に
異
様
な
服
装
を
着
用
さ
せ
る
こ
と
に

問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
太
炎
自
身
も
、
こ
の
点
は
気
づ

い
て
い
た
。「
あ
る
人
が
批
判
し
て
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
額

に
白
い
巾
を
貼
り
、
両
足
に
違
っ
た
色
の
履
を
は
く
の
は
、
異

様
な
形
相
だ
か
ら
、
近
代
国
家
と
し
て
文
明
性
を
疑
わ
れ
辱
と

な
ろ
う
、
と
」（
注
19
）
。
太
炎
は
、
上
の
疑
義
に
対
し
て
、
二
つ

の
反
論
を
し
た
。
一
つ
は
「
奸
政
」
の
防
止
か
ら
、
も
う
一
つ

は
清
朝
の
商
業
重
視
に
対
す
る
批
判
か
ら
で
あ
る
。

　

先
ず
一
つ
目
の
反
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
太
炎
は
、
政
治
の

目
標
を
「
奸
政
」
の
抑
止
に
定
め
た
。「
奸
政
」
と
は
商
業
偏

重
の
政
治
で
あ
る
（
後
述
）。
商
業
偏
重
の
政
治
を
抑
止
す
る

た
め
に
衣
装
の
規
制
が
唱
え
ら
れ
た
と
言
え
る
。「
奸
政
」
抑

止
の
た
め
に
は
、
身
分
制
に
も
等
し
い
服
装
の
強
制
が
妥
当
か

ど
う
か
が
問
わ
れ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
彼
か
ら
す
る
と
、
産

業
構
造
は
商
業
に
偏
し
な
い
の
が
理
想
で
あ
っ
た
か
ら
、
服
装

の
規
制
は
、
身
分
制
か
ど
う
か
を
問
う
以
前
に
、
善
き
社
会
政

策
と
考
え
ら
れ
た
。
商
人
に
強
い
る
服
装
に
つ
い
て
、
太
炎
は

日
本
の
職
人
の
法
被
や
入
墨
に
言
及
す
る
。
一
般
人
と
は
違
う

職
人
の
法
被
や
入
墨
を
見
て
も
、
日
本
人
は
誰
も
職
人
を
「
譎

怪
」
と
は
感
じ
な
い
。
だ
か
ら
、
商
人
に
一
般
人
と
は
違
う
服

装
を
強
制
し
て
も
よ
い
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
（
注
20
）
。
習
俗
と

し
て
そ
う
で
あ
る
こ
と
と
権
力
で
そ
れ
を
強
制
す
る
こ
と
は
、

同
じ
で
は
な
い
。
懲
罰
か
ど
う
か
の
相
違
を
、
彼
は
無
視
し

た
。
普
通
な
ら
彼
は
習
俗
を
重
ん
じ
た
見
方
を
す
る
。
そ
れ
な

の
に
、
こ
の
場
合
違
う
の
は
、
功
利
主
義
へ
の
嫌
悪
が
強
い
か

ら
で
あ
ろ
う
。

　

二
つ
目
の
反
論
は
、
清
朝
政
府
の
商
業
重
視
政
策
に
対
す
る

批
判
で
あ
る
。
商
業
重
視
を
批
判
す
る
根
拠
と
し
て
、
①
商
業

の
繁
栄
に
よ
っ
て
農
業
が
衰
退
す
る
こ
と
、
②
中
国
が
古
来
、

平
均
の
観
念
を
た
っ
と
ん
で
き
た
こ
と
、
③
商
人
と
官
僚
の
癒

着
と
貪
欲
さ
、
を
太
炎
は
挙
げ
た
。

　

①
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
商
業
が
ま
す
ま
す
恣

に
な
り
、
工
業
が
ま
す
ま
す
繁
栄
す
れ
ば
、
農
業
は
し
だ
い
に

衰
退
し
て
」
土
地
は
荒
廃
し
、「
蟲
蝗
旱
潦
之
災
」
が
起
こ
り
、

人
は
餓
死
し
て
各
地
に
寇
盗
や
反
乱
が
生
ま
れ
る
、
と
（
注
21
）
。

②
に
つ
い
て
太
炎
は
、
秩
序
の
動
揺
は
商
人
の
物
価
操
作
に
よ

る
か
ら
、
清
朝
の
商
業
奨
励
は
お
か
し
い
、
と
批
判
す
る
。
そ

の
理
由
は
、
中
国
が
古
来
「
均
平
」
を
貴
び
専
利
を
に
く
ん
で

き
た
か
ら
、
商
人
の
専
利
と
貪
冒
は
中
国
文
化
の
特
性
に
反
す
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る
と
い
う
の
で
あ
る
（
注
22
）
。
そ
し
て
③
に
つ
い
て
は
、
清
朝
が

商
業
を
貴
ぶ
の
は
、「
帝
王
と
官
吏
も
亦
た
利
を
嗜こ
の

め
ば
な
り
」。

し
か
も
彼
ら
は
無
道
な
方
法
で
利
を
取
る
と
い
う
（
注
23
）
。
太
炎

が
清
朝
の
商
業
政
策
を
批
判
し
た
の
は
、
官
僚
が
商
業
と
癒
着

し
て
利
を
貪
る
か
ら
で
あ
り
、
た
ん
に
商
人
が
本
性
と
し
て
利

益
追
求
を
す
る
か
ら
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
批
判
の
眼
は
、
官

僚
制
と
い
う
仕
組
み
や
倫
理
の
在
り
方
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

一
九
世
紀
後
半
、「
紳
士
」
は
近
代
企
業
や
商
務
、
新
式
教

育
に
活
路
を
見
い
だ
し
た
。
こ
の
動
き
を
背
景
に
「
士
商
」
や

「
紳
商
」
と
い
っ
た
言
葉
が
生
ま
れ
、
伝
統
的
な
「
商
末
」
思

想
で
は
な
く
「
商
本
」
の
観
念
が
芽
生
え
た
（
注
24
）
。
一
部
の
官

僚
や
士
人
が
、「
以
工
商
立
国
」
を
唱
え
始
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
重
商
主
義
」
は
、
保
守
勢
力
か
ら
道
徳
性
の
点
で
反
発

を
受
け
た
が
、
太
炎
の
批
判
は
、
そ
れ
ら
と
一
線
を
画
す
と
こ

ろ
が
あ
る
。
太
炎
は
、「
重
商
主
義
」
を
唱
え
る
士
人
が
「
純

白
之
心
」（
荘
子
）
を
も
た
ず
、
ま
た
地
域
社
会
に
専
横
に
振

る
舞
う
か
ら
批
判
し
た
の
で
あ
っ
て
（
注
25
）
、
儒
教
の
抑
商
主
義

の
立
場
か
ら
反
論
し
た
の
で
は
な
い
。
道
家
的
な
「
純
白
之

心
」
は
、
儒
教
の
仁
義
道
徳
と
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
注
26
）
。

彼
の
批
判
の
眼
は
、
官
僚
の
利
権
と
商
人
と
の
癒
着
と
い
う
中

国
社
会
の
構
造
的
な
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
①
②
③
を
承
け
て
、
太
炎
は
商
人
の
異
様
な
服
装

を
正
当
化
す
る
（
注
27
）
。
彼
の
批
判
の
狙
い
は
儒
教
を
生
活
原
理

と
し
な
が
ら
、
商
業
に
従
事
す
る
「
紳
士
」
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
商
人
と
い
っ
て
も
、
封
建
的
価
値
観
と
対
立
す

る
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
新
興
商
人
階
層
で
は
な
か
っ
た
わ
け

だ
。「
紳
士
」（「
廃
官
豪
民
」）
が
商
業
に
従
事
し
「
以
工
商
立

国
」
を
唱
え
た
に
し
て
も
、
彼
ら
の
精
神
世
界
に
お
い
て
は
必

ず
し
も
儒
教
道
徳
と
対
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
太
炎
の
反
功

利
主
義
は
、
彼
ら
が
儒
教
道
徳
の
ま
ま
に
商
業
を
営
む
そ
の
倫

理
的
矛
盾
が
許
せ
な
か
っ
た
。
商
人
に
異
様
な
服
装
を
さ
せ
、

白
く
額
に
表
徴
を
つ
け
さ
せ
る
ア
イ
デ
ア
は
、
ど
う
も
官
僚
と

商
人
へ
の
嘲
り
や
譏
り
が
潜
む
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
異
様
な
服
装
の
強
制
は
、
服
制
に
よ
っ
て
社

会
的
差
異
を
つ
け
る
と
い
う
、
い
か
に
も
中
国
的
な
発
想
で
あ

る
。
し
か
も
太
炎
は
そ
れ
を
懲
罰
的
に
強
制
し
よ
う
と
し
た
。

懲
罰
的
な
異
装
の
例
に
五
帝
時
代
の
象
刑
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

黥
罪
を
犯
し
た
者
に
は
皂く
ろ

い
頭
巾
を
被
ら
せ
、
劓
罪
を
犯
し
た

者
に
は
丹あ
か

い
服
を
着
せ
、
臏
罪
を
犯
し
た
者
に
は
膝
に
黒
い
布

を
付
け
さ
せ
、
宮
罪
を
犯
し
た
者
に
は
雑あ
ら

い
履
を
は
か
せ
る
刑

罰
で
あ
る
（
注
28
）
。
太
炎
の
ア
イ
デ
ア
は
、
象
刑
に
も
似
た
懲
罰

的
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
彼
の
た
め
に
弁
ず
れ

ば
、
清
朝
は
旧
体
制
の
ま
ま
産
業
化
を
目
指
し
、
導
入
し
よ
う
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と
し
た
憲
法
も
皮
相
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
（
注
29
）
、
古
め
か
し

い
日
々
の
現
実
と
目
指
す
近
代
化
と
の
溝
が
、
太
炎
の
極
論
の

背
景
に
は
あ
る
。

（
二
）
次
は
、
一
般
人
が
有
罪
の
場
合
、
贖
罪
で
き
な
い
こ
と

（「
常
人
有
罪
、
不
得
贖
」）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
太
炎
の
議
論

は
、
結
局
、
富
人
に
贖
罪
を
認
め
な
い
こ
と
が
そ
の
眼
目
で
あ

る
が
、
一
般
人
の
議
論
の
形
を
と
る
の
は
、
中
国
法
の
贖
罪
制

度
に
関
係
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
中
国
に
は
、
贖
罪
規
定
が
古
く
か
ら
あ
る
。『
尚

書
』
舜
典
に
「
金　

贖
刑
を
作
す
（
金
を
だ
し
て
罪
を
贖
う
こ

と
の
で
き
る
制
度
を
作
っ
た
）」
と
あ
る
。
伝
は
「
金
、
黄
金
。

誤
而
入
刑
、
出
金
以
贖
罪
」
と
注
し
、
過
失
の
場
合
に
黄
金
で

贖
罪
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
黄
金
以
外
に
、
銅
や
絹
な
ど

で
も
贖
す
る
こ
と
が
あ
り
、
何
に
よ
っ
て
贖
罪
し
、
ま
た
ど
こ

ま
で
贖
罪
を
認
め
る
か
な
ど
は
、
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
。
贖

罪
制
度
に
は
二
つ
の
性
格
が
あ
る
。
一
つ
は
、
過
失
罪
を
金
を

納
め
る
こ
と
で
実
刑
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
、
罪
が
軽
い
の
で
罰
金
で
す
ま
す
も
の
で
あ
る
（
注
30
）
。
沈
家

本
に
よ
れ
ば
、
贖
法
は
隋
以
前
で
は
、
大
綱
し
か
分
か
ら
ず
條

目
は
不
備
だ
が
、
唐
律
に
至
っ
て
完
善
な
も
の
に
な
っ
た
と
い

う
（
注
31
）
。
例
え
ば
唐
律
「
応
議
請
減
」
條
（
名
例
律
）
は
、
刑

罰
の
減
免
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
そ
の
一
つ
に
贖
が
あ

る
。
贖
と
は
贖
銅
な
ど
を
納
め
て
本
刑
に
換
え
る
制
度
で
あ

り
、
贖
の
要
件
や
資
格
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
贖
で
き
る
資

格
は
九
品
以
上
の
官
、
七
品
以
上
の
者
の
祖
父
母
・
父
母
・
妻

子
・
孫
な
ど
に
あ
っ
て
、
流
罪
以
下
の
罪
を
贖
う
こ
と
が
で
き

た
（
注
32
）
。
明
律
に
な
る
と
、
贖
法
は
特
に
複
雑
に
な
り
、
律
に

よ
る
収
贖
以
外
に
、
時
々
の
事
情
に
応
じ
て
改
変
さ
れ
る
例
に

よ
る
納
贖
が
あ
り
、
贖
の
対
象
と
な
る
範
囲
も
広
く
、
贖
す
る

も
の
が
多
種
多
様
で
あ
っ
た
（
注
33
）
。
大
清
律
は
明
律
の
影
響
を

受
け
て
、
や
は
り
文
武
職
官
や
老
幼
廃
疾
・
天
文
生
・
婦
人
の

有
力
者
な
ど
、
贖
罪
範
囲
が
広
く
、
贖
す
る
中
身
も
、
銭
・

鈔
・
銀
以
外
に
、
做
工
・
運
囚
糧
・
運
灰
・
運
水
な
ど
多
様
で

あ
っ
た
（
注
34
）
。
贖
罪
に
は
「
有
力
」「
稍
有
力
」「
無
力
」
と
い

う
資
産
の
多
寡
に
よ
る
区
別
も
存
し
た
。
そ
れ
故
太
炎
が
「
常

人
」
に
贖
罪
を
認
め
な
い
、
贖
罪
範
囲
を
老
人
や
少
年
、
女
子

な
ど
に
限
る
と
言
っ
た
の
は
、
実
に
細
か
な
大
清
律
の
贖
罪
規

定
を
批
判
し
、
法
の
普
遍
的
な
適
用
を
主
張
す
る
こ
と
に
他
な

ら
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
太
炎
の
贖
罪
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
か
ら

彼
の
法
の
普
遍
的
適
用
に
も
例
外
の
存
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

彼
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。『
晋
律
』
に
「
老
人
と
少
年
、
篤

疾
と
廃
疾
、
お
よ
び
罪
を
得
て
婢
に
な
っ
た
女
の
場
合
、
収
贖

で
き
る
。
死
罪
を
贖
す
る
場
合
は
金
二
斤
。
五
歳
刑
以
下
の
収
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贖
す
べ
き
罪
の
場
合
は
、
月
ご
と
に
絹
を
納
め
る
。
老
小
女
人

の
場
合
、
こ
の
半
分
」
と
あ
る
。『
晋
律
』
は
、
老
人
・
子

供
・
篤
疾
・
廃
疾
・
女
人
に
限
っ
て
収
贖
を
認
め
た
だ
け
で
、

収
贖
の
範
囲
が
官
員
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
般
人
に
ま
で
及

ん
で
い
な
か
っ
た
。
誰
で
も
収
贖
で
き
れ
ば
、
貧
民
だ
け
が
死

に
、
富
人
が
生
き
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
を
懼
れ
た
か
ら
だ
、

と
（
注
35
）
。
老
人
と
子
供
に
刑
罰
を
加
え
な
い
こ
と
は
、
経
書
に

も
見
え
る
。
例
え
ば
『
礼
記
』
曲
礼
上
に
「
八
十
、
九
十
曰

耄
、
七
年
曰
悼
。
悼
与
耄
、
雖
有
罪
、
不
加
刑
焉
」
と
あ
る
。

老
人
と
子
供
に
刑
罰
を
科
さ
な
い
こ
と
に
は
儒
教
的
根
拠
が
あ

り
、
老
人
を
尊
敬
し
幼
き
者
を
慈
し
む
か
ら
だ
と
言
う
（
鄭
玄

注
）。
篤
疾
と
廃
疾
に
科
さ
な
い
の
は
、
病
気
や
障
害
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
（
注
36
）
。

　

上
の
よ
う
に
、
太
炎
が
収
贖
の
範
囲
を
「
老
小
女
人
篤
癃

病
」
に
限
っ
て
認
め
た
の
は
（
注
37
）
、
そ
の
範
囲
以
外
に
認
め
る

と
、
官
僚
や
富
人
が
有
利
に
な
り
、
ま
た
清
律
は
収
贖
範
囲
が

広
い
か
ら
で
あ
る
。
受
刑
責
任
を
「
老
小
女
人
篤
癃
病
」
に
求

め
ず
収
贖
を
認
め
た
の
は
、
受
刑
能
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
般
人
に
贖
罪
を
認
め
る
な
と
説
く
の
は
、
中
国

法
の
贖
罪
制
度
で
は
、
贖
罪
で
き
る
財
富
を
も
つ
者
が
有
利
だ

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
贖
罪
に
つ
い
て
「
抑
富

人
」
の
項
で
論
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

贖
罪
で
き
る
財
富
の
力
に
つ
い
て
、
太
炎
は
次
の
よ
う
に
考

え
た
。
す
な
わ
ち
、
晋
律
の
「
老
小
女
人
篤
癃
病
」
の
贖
罪
規

定
に
「
贖
死
、
金
二
斤
也
。
五
歳
刑
以
下
、
諸
応
収
贖
者
、
皆

月
入
中
絹
一
匹0

（
晋
律
は
「
疋
」）。
老
小
女
人
半
之
」
と
あ
る

が
、
黄
金
二
斤
や
毎
月
に
中
絹
一
匹
を
納
め
る
の
は
、
今
日
か

ら
量
れ
ば
重
い
嫌
い
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
今
律
の
贖
罪
は
、

納
め
る
金
銭
や
物
品
を
き
わ
め
て
僅
か
に
し
て
お
り
、
誰
で
も

自
ら
尽
く
す
こ
と
が
出
来
る
。
贖
罪
の
軽
い
点
は
今
律
の
方
が

旧
律
よ
り
勝
る
が
、
贖
罪
を
濫
り
に
官
員
に
認
め
な
い
点
は
、

（
唐
以
前
の
）
旧
律
の
方
が
良
い
。
そ
れ
故
、
納
贖
の
率
は
今

律
に
従
い
、
贖
罪
範
囲
は
旧
律
の
方
が
良
い
、
と
（
注
38
）
。
彼
が

評
価
し
た
の
は
、
今
律
で
は
贖
罪
で
き
る
経
済
的
能
力
の
点
、

旧
律
で
は
贖
罪
範
囲
を
限
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
適
用
の

公
平
さ
が
念
頭
に
あ
る
か
ら
だ
。「
抑
富
人
」
の
議
論
は
、
富

人
が
刑
罰
を
免
れ
る
現
実
を
許
さ
ず
、
法
の
公
平
な
適
用
を
説

く
も
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
受
刑
責
任
の
な
い
者
に
ま

で
法
を
及
ぼ
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

上
記
の
議
論
の
後
、
太
炎
は
中
国
法
と
大
清
律
に
つ
い
て
論

じ
た
。
当
時
、
法
律
は
政
府
と
貨
殖
の
民
を
擁
護
す
る
手
段
だ

と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
（
注
39
）
。
太
炎
は
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国

の
旧
法
は
政
府
擁
護
に
傾
い
て
も
、
貨
殖
の
民
を
擁
護
は
し
な

か
っ
た
（
注
40
）
、
と
反
論
し
た
。
彼
が
中
国
法
を
拝
金
主
義
を
基
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準
に
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
中
国
法
に
対
す
る
太
炎
の
も
う
一
つ
の
評
価
基
準

は
、
異
民
族
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
十
悪
」
に
対
す
る
そ
の
見
方

か
ら
分
か
る
。「
十
悪
」
は
異
民
族
が
設
け
た
も
の
で
、
五
朝

の
法
に
比
べ
て
科
罰
が
残
酷
だ
、
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
「
十
悪
」
は
、『
隋
書
』
刑
法
志
に
よ
る
と
、
北
斉

（
鮮
卑
系
）
に
始
ま
り
、「
重
罪
十
條
」
と
称
さ
れ
て
「
十
悪
」

の
名
称
は
ま
だ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
隋
の
開
皇
律
に
至
っ

て
、
そ
れ
を
損
益
し
「
一
曰
謀
反
、
二
曰
謀
大
逆
、
三
曰
謀

叛
、
四
曰
悪
逆
、
五
曰
不
道
、
六
曰
大
不
敬
、
七
曰
不
孝
、
八

曰
不
睦
、
九
曰
不
義
、
十
曰
内
乱
」
と
し
た
（
注
41
）
。
唐
律
以
降
、

明
清
律
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。「
十
悪
」
は
、「
名
教
を
虧

損
し
、
冠
冕
を
毀
裂
す
」（『
唐
律
疏
議
』）
と
規
定
さ
れ
る
よ

う
に
、
儒
教
的
基
準
に
照
ら
し
て
、
主
と
し
て
皇
帝
や
父
母
な

ど
に
対
す
る
顕
か
な
罪
で
あ
る
（
注
42
）
。「
十
悪
」
の
罪
を
犯
せ

ば
、
法
的
恩
典
は
受
け
ら
れ
な
い
。
視
点
を
変
え
れ
ば
、「
十

悪
」
は
皇
族
や
官
僚
の
法
的
特
権
を
制
限
す
る
た
め
と
も
言
え

る
。
と
こ
ろ
が
、「
抑
富
人
」
の
項
で
は
、
彼
は
「
十
悪
」
の

重
罰
性
に
言
及
し
て
、
晋
律
が
唐
律
と
は
違
う
こ
と
を
評
価
し

よ
う
と
し
た
。

　

唐
律
以
降
の
重
罰
性
を
き
わ
だ
た
せ
る
た
め
に
、
太
炎
は
ま

ず
晋
律
で
不
敬
罪
に
当
た
る
も
の
と
し
て
「
上
闌
沃
殿
」「
謗

上
」（
注
43
）
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
四
歳
刑
、
三
歳
刑
で
あ
っ
た
と

指
摘
す
る
（
注
44
）
。
こ
れ
ら
の
科
罰
は
、
漢
律
で
あ
れ
ば
「
乗
輿

（
天
子
の
こ
と
）」
を
指
さ
す
だ
け
で
「
梟
首
腰
斬
」
さ
れ
た
残

酷
さ
と
比
べ
て
寛
大
だ
、と
言
う
の
で
あ
る
（
注
45
）
。
唐
律
に
も
、

「
指
斥
乗
輿
」
條
（
職
制
律
）
に
斬
刑
と
あ
っ
て
（
注
46
）
、
き
わ

め
て
厳
し
い
。「
不
敬
」
を
、
張
裴
は
「
虧
礼
廃
節
（
礼
節
に

違
反
す
る
）」
と
定
義
し
た
よ
う
に
（『
晋
書
』
刑
法
志
）、
晋

律
の
不
敬
罪
は
礼
節
違
反
を
基
準
と
し
、
唐
律
の
「
大
不
敬
」

の
よ
う
に
皇
帝
に
対
す
る
背
反
で
は
な
い
。
唐
律
の
「
大
不

敬
」
と
は
、「
盗
大
祀
神
御
之
物
・
乗
輿
服
御
物
（
大
祀
の
神

御
物
や
天
子
の
お
召
し
物
な
ど
を
盗
む
）、
盗
及
偽
造
御
宝

（
天
子
の
玉
璽
を
盗
み
偽
造
す
る
）、
…
指
斥
乗
輿
、
情
理
切
害

（
天
子
を
指
さ
し
て
甚
だ
し
く
謗
る
）
…
」
で
あ
り
、
そ
の
科

罰
は
、
神
御
物
・
服
御
物
を
盗
む
と
「
流
二
千
五
百
里
」、
御

宝
を
盗
む
と
「
絞
」、
そ
の
偽
造
は
「
斬
」、
他
の
御
宝
の
偽
造

は
「
流
三
千
里
」、「
指
斥
乗
輿
」
は
「
斬
」
と
厳
し
い
。
た
だ

し
、
晋
律
に
も
「
大
不
敬
」
は
あ
っ
た
が
、「
不
敬
」
の
内
容

が
唐
律
と
は
違
い
、
ま
た
必
ず
し
も
棄
市
に
処
せ
ら
れ
て
い
な

い
（
注
47
）
。
晋
律
に
お
い
て
「
不
敬
」
は
、
罪
が
ま
だ
軽
い
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

　

不
敬
罪
に
続
い
て
、
太
炎
は
言
う
。
晋
律
に
「
悪
逆
」
の
規

定
が
あ
る
が
、「
陵
上
僭
貴
（
お
上
を
し
の
ぎ
貴
人
を
そ
し
る
）」
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を
基
準
と
す
る
。「
偽
造
官
印
」
で
あ
る
と
、
わ
ず
か
に
三
歳
刑
、

「
挾
天
文
図
讖
」
の
場
合
は
二
歳
刑
に
す
ぎ
な
い
、
と
（
注
48
）
。

唐
律
で
あ
れ
ば
、「
偽
造
官
印
」
は
「
流
二
千
里
」
で
あ
り
（
注
49
）
、

確
か
に
重
い
。「
挾
天
文
図
讖
」
條
は
「
徒
二
年
」
で
あ
り
、

こ
の
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
（
注
50
）
。
と
こ
ろ
が
唐
律
の

「
悪
逆
」
は
、
祖
父
母
・
父
母
を
殴
っ
た
り
謀
殺
す
る
な
ど
、

家
族
関
係
に
お
け
る
毆
謀
殺
を
指
す
（
注
51
）
。
つ
ま
り
、
唐
律
は

家
族
道
徳
に
背
く
こ
と
を
「
悪
逆
」
と
し
て
、
す
べ
て
「
斬
」

に
処
し
、
恩
赦
に
あ
っ
て
も
減
刑
し
な
い
の
で
あ
る
。
儒
教
が

家
族
道
徳
を
政
治
の
基
礎
に
置
く
か
ら
、
そ
の
違
反
は
重
大
な

罪
と
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
晋
律
の
場
合
、「
悪
逆
」
は
ま

だ
家
族
秩
序
へ
の
背
反
に
ま
で
範
囲
を
拡
げ
て
お
ら
ず
、
支
配

階
層
に
対
す
る
抵
抗
を
基
準
に
し
た
か
ら
、
斬
刑
に
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
儒
教
的
な
家
族
秩
序
へ
の
背
反
を
重
罪
と

す
る
こ
と
に
対
し
て
、
太
炎
が
批
判
的
で
あ
っ
た
と
分
か
る
。

　

上
の
よ
う
に
論
じ
た
後
、
太
炎
は
、
鮮
卑
族
（
北
斉
）
が

「
十
悪
」（「
重
罪
十
條
」）
を
政
府
擁
護
と
家
族
秩
序
維
持
の
た

め
に
制
定
し
て
以
降
、
中
国
に
「
恢
卓
楽
易
」
の
風
は
な
く

な
っ
た
、
と
評
し
た
。

　

も
っ
と
も
一
説
に
よ
れ
ば
、
中
国
法
の
儒
家
化
は
、
魏
晋
に

始
ま
り
、
北
魏
・
北
斉
を
経
て
、
隋
・
唐
で
完
成
す
る
（
注
52
）
。

儒
家
化
の
内
容
は
、「
八
議
」
で
あ
っ
た
り
、
服
制
に
よ
っ
て

罪
を
定
め
た
り
、「
十
悪
」
で
あ
っ
た
り
と
様
々
で
あ
る
。「
八

議
」
の
発
想
は
古
い
も
の
の
、
魏
に
お
い
て
定
め
ら
れ
、
服
制

に
よ
っ
て
罪
を
定
め
る
こ
と
は
、
晋
に
お
い
て
で
あ
る
（
注
53
）
。

し
た
が
っ
て
、
太
炎
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
唐
律
や
北
朝
の
律

が
酷
薄
で
、
南
朝
の
律
が
「
恢
卓
楽
易
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
残
る
。
し
か
し
、
歴
代
法
制
の

研
究
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
清
末
の
時
点
に
お
い
て
、
彼
が
儒

教
倫
理
の
法
律
に
対
す
る
影
響
を
批
判
し
て
中
国
法
の
性
格
を

早
く
に
抉
り
だ
し
、
法
律
の
公
平
な
適
用
を
説
い
た
こ
と
を
見

逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
近
代
法
の
導
入
を
批
判
す
る

に
し
て
も
、
張
之
洞
ら
と
見
方
の
異
な
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で

も
な
い
。

　

要
す
る
に
、「
抑
富
人
」
の
議
論
は
、
次
の
三
点
か
ら
な
る
。

す
な
わ
ち
、（
1
）
富
人
に
異
様
な
服
装
を
着
用
さ
せ
て
官
僚

と
の
癒
着
を
断
ち
切
る
こ
と
、（
2
）「
老
小
女
人
篤
癃
病
」
以

外
、
一
般
人
に
贖
罪
を
認
め
ず
、
結
果
的
に
富
人
に
贖
罪
で
き

な
い
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
、（
3
）
中
国
法
の
残
酷
さ
は
、
異

民
族
（
鮮
卑
）
の
支
配
以
降
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

結　

び

　

章
炳
麟
は
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
に
お
い
て
、
史
料
に
残
さ
れ
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た
社
会
的
現
実
を
丹
念
に
掘
り
起
こ
し
、
四
つ
の
視
点
か
ら
中
国

法
の
基
本
的
性
格
を
洗
い
出
し
て
評
価
を
加
え
た
。
第
一
の
視
点

「
重
生
命
」
で
は
、
親
の
子
殺
し
を
例
に
し
て
、
同
じ
罪
で
も
尊

卑
・
長
幼
の
地
位
に
よ
っ
て
科
罰
に
相
違
が
あ
る
こ
と
を
論
じ

た
。
科
罰
の
相
違
は
礼
が
法
に
影
響
し
た
結
果
だ
が
、
太
炎
は
儒

教
と
は
違
い
、
法
は
均
等
に
適
用
す
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
都
市
に
お
け
る
交
通
事
故
の
例
で
は
、
都
市
交
通
は
商
人
に

利
す
る
も
の
だ
か
ら
、
事
故
を
起
こ
し
た
者
を
厳
罰
に
処
せ
と
主

張
し
た
。
そ
し
て
、
法
を
均
等
に
適
用
す
る
と
い
う
認
識
は
、
第

二
の
視
点
「
恤
無
告
」
で
は
、
復
仇
を
範
囲
を
限
っ
て
容
認
す
る

こ
と
に
な
り
、
第
三
の
視
点
「
平
吏
民
」
で
は
、
官
員
の
法
的
優

遇
の
実
態
を
抉
り
出
し
た
。
官
員
に
も
民
衆
と
同
じ
よ
う
に
罰
を

科
す
の
が
よ
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
第
四
の
視
点
「
抑
富
人
」
で

は
、
商
人
が
官
員
と
癒
着
し
て
い
る
の
で
、
異
様
な
服
装
を
さ
せ

る
こ
と
で
「
奸
政
」
を
防
止
す
べ
き
だ
と
説
き
、
贖
罪
は
「
老
小

女
人
篤
癃
病
」
に
認
め
て
も
、
富
人
に
は
認
め
る
な
と
主
張
し

た
。
こ
れ
も
や
は
り
法
を
均
等
に
適
用
す
る
議
論
と
い
え
る
。

　

要
す
る
に
、
太
炎
は
、
反
功
利
主
義
と
官
僚
批
判
の
立
場
に

立
っ
て
中
国
法
の
性
格
を
洗
い
出
し
、
法
の
均
等
な
適
用
を
説
い

て
、
五
朝
法
を
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
魏
晋
南
朝
の

諸
律
に
つ
い
て
、「
上
の
者
を
損
な
い
下
の
者
に
益
す
る
美
点
」

と
「
強
者
を
抑
え
て
弱
者
を
助
け
る
精
神
」
が
あ
る
と
評
価
し

た
（
注
1
）
。
五
朝
法
が
民
衆
を
利
す
る
と
い
う
結
論
は
、
法
の
均
等

な
適
用
を
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
導
か
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
思

う
に
法
の
均
等
な
適
用
と
は
、
法
の
下
の
平
等
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
点
で
き
わ
め
て
近
代
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
平
等
は
権

利
と
し
て
で
は
な
く
、
法
の
適
用
の
上
で
と
い
う
い
か
に
も
中
国

的
な
発
想
に
も
と
づ
く
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
、
太
炎
が
法
の
近

代
化
に
あ
た
っ
て
中
国
法
に
克
服
す
べ
き
課
題
を
見
い
だ
し
た
結

果
で
あ
る
。
中
国
法
の
課
題
と
は
、
官
員
を
法
的
に
優
遇
し
、
身

分
に
よ
っ
て
同
じ
罪
で
も
罰
が
異
な
り
、
官
員
や
富
人
が
贖
罪
に

お
い
て
有
利
な
点
で
あ
る
。
結
局
、
彼
の
議
論
は
中
国
社
会
の
根

本
に
触
れ
る
問
題
を
孕
み
、
そ
の
富
人
批
判
は
近
代
社
会
と
は
異

な
る
社
会
像
の
提
示
を
迫
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
批
判
が
根
本

的
で
あ
る
分
、
実
現
す
る
の
が
困
難
に
な
る
。

　
「
五
朝
法
律
索
隠
」
は
事
例
を
歴
史
に
採
り
な
が
ら
中
国
法
の

性
格
を
見
極
め
た
が
、
そ
こ
に
は
強
靱
な
思
索
と
問
題
意
識
が
あ

り
、
同
時
代
人
の
発
想
と
は
離
れ
て
い
た
。
例
え
ば
梁
啓
超
は
中

国
の
法
と
道
徳
が
相
補
う
こ
と
に
疑
義
を
懐
か
ず
、
む
し
ろ
そ
れ

は
近
代
的
な
「
人
道
主
義
」
だ
と
付
会
し
た
（
注
2
）
。
当
然
、
礼
の

法
に
対
す
る
影
響
が
如
何
な
る
結
果
を
導
い
た
の
か
に
つ
い
て
言

及
は
し
な
い
。
ま
た
厳
復
は
、
漢
律
を
ロ
ー
マ
法
の
ご
と
し
と
評

価
し
た
り
（
注
3
）
、「
郷
局
」
を
国
家
政
治
の
基
礎
に
あ
る
地
方
自

治
と
位
置
づ
け
る
な
ど
（
注
4
）
、
中
国
法
や
「
紳
士
」
に
対
す
る
評
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価
は
、
太
炎
と
ま
っ
た
く
違
う
の
で
あ
る
。
太
炎
の
中
国
法
に
対

す
る
評
価
作
業
が
独
自
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
だ

ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
問
題
提
起

の
意
味
と
も
ど
も
別
稿
で
改
め
て
検
討
し
た
い
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
章
炳
麟
を
法
家
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
触
れ

て
お
く
。
確
か
に
法
の
均
等
な
適
用
を
説
い
た
点
だ
け
を
拾
え

ば
、
法
家
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
そ
う
し
た
諸
子
の
一
派
に

分
類
し
て
、
果
た
し
て
歴
史
的
位
置
を
見
定
め
る
こ
と
に
な
る
の

か
ど
う
か
、
疑
問
が
残
る
。
例
え
ば
張
晋
藩
氏
は
、
次
の
よ
う
に

言
う
。
太
炎
は
①
資
産
階
級
の
法
治
原
則
に
賛
成
し
、
②
封
建
的

法
律
と
法
家
の
法
治
を
貴
ん
だ
が
、
③
漢
唐
律
を
基
準
に
据
え

る
こ
と
に
反
対
し
、
④
罪
刑
の
バ
ラ
ン
ス
を
主
張
し
た
。
ま
た
、

⑤
司
法
の
独
立
し
た
反
代
議
制
社
会
を
構
想
し
た
が
、
⑥
歴
史
唯

心
論
と
形
而
上
学
の
立
場
に
立
つ
の
で
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
、
と
（
注
5
）
。
②
の
封
建
的
法
律
を
貴
ぶ
と
い
っ
て
も
、
貴
ん
だ

の
は
五
朝
法
の
精
神
で
あ
っ
て
、
唐
律
や
明
清
律
で
な
い
こ
と

は
、
上
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
③
と
④
は
確
か
に
法
の

均
等
な
適
用
に
つ
い
て
論
じ
、
法
的
優
遇
を
認
め
な
い
議
論
だ
か

ら
、
一
見
法
家
に
似
る
。
し
か
し
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
は
、
清

末
に
お
い
て
、
法
の
近
代
化
と
い
う
事
態
を
背
景
に
し
て
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
西
洋
近
代
思
想
に
触
発
さ
れ
、
中
国
法
に
潜
む

近
代
性
を
探
っ
て
い
る
わ
け
で
、
法
治
の
内
容
も
古
代
と
は
異
質

で
あ
る
。
例
え
ば
王
権
一
つ
と
っ
て
も
、
そ
の
位
置
付
け
が
違
う

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
家
と
い
う
中
国
思
想
史
の
枠
組
み

に
分
類
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
と
言
え
よ
う
。
む
し
ろ
太
炎
が
中

国
法
の
近
代
化
を
い
か
に
中
国
社
会
の
在
り
方
と
関
連
さ
せ
て
考

え
た
の
か
、
言
い
換
え
る
と
、
反
代
議
制
社
会
と
法
と
の
関
連

（
⑤
）
を
探
る
ほ
う
が
、
よ
り
歴
史
的
位
相
を
明
ら
か
に
で
き
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

�

（
完
）�

注

第
三
節

（
１
）『
唐
律
疏
議
』
名
例
律
二
。
例
え
ば
「
八
議
者
」「
議
請
減
贖
」「
除
免

官
當
」
な
ど
は
、「
八
議
」
の
者
や
官
員
の
法
的
優
遇
規
定
で
あ
る
。
滋

賀
秀
三
譯
注
『
唐
律
疏
議　

譯
注
篇
一
』
六
二
～
八
二
、八
七
～
九
二
頁
、

東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
四
年
。
瞿
同
祖
『
中
国
法
律
与
中
国
社
会
』
二

〇
八
～
二
一
四
頁
、
一
九
四
七
年
原
刊
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
。

（
２
）
前
掲
滋
賀
秀
三
譯
註
『
唐
律
疏
議　

譯
注
篇
一
』
八
七
～
九
二
頁
。

瞿
同
祖
前
掲
書
二
一
八
頁
。

（
３
）
大
清
律
「
八
議
」「
応
議
者
犯
罪
」「
職
官
有
犯
」
な
ど
。
瞿
同
祖
に

よ
れ
ば
、
明
清
律
の
官
員
優
遇
は
、
唐
宋
ほ
ど
甚
だ
し
く
は
な
く
、
官

員
の
免
刑
範
囲
も
笞
・
杖
の
軽
罪
に
限
ら
れ
て
い
た
（
瞿
同
祖
前
掲
書
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二
一
四
頁
）。

（
４
）「
五
朝
法
律
索
隠
」
は
、『
民
報
』
テ
キ
ス
ト
と
『
太
炎
文
録
』
テ
キ

ス
ト
と
の
間
に
、
字
句
の
異
同
が
あ
る
。
以
下
、
引
用
は
よ
り
古
い
『
民

報
』
テ
キ
ス
ト
に
従
い
、
文
中
に
触
れ
る
該
当
箇
所
は
、
便
宜
上
『
章

太
炎
全
集
』
の
頁
数
を
挙
げ
る
。『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
一
頁
、
上

海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
。

（
５
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
一
～
八
二
頁
。

（
６
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
こ
の
引
用
で
は
、
両
テ
キ
ス
ト
間
に
字
句
の
異

同
が
あ
る
。
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
二
頁
。

（
７
）
例
え
ば
『
尚
書
』
泰
誓
上
「
亶
聰
明
作
元
后
、
元
后
作
民
父
母
」、
洪

範
「
天
子
作
民
父
母
以
為
天
下
王
」
と
い
っ
た
発
想
で
あ
る
。

（
８
）
贅
言
す
れ
ば
、
緦
麻
は
、
喪
服
期
間
が
三
カ
月
と
最
も
短
い
。
本
人

と
の
関
係
で
言
え
ば
、
再
従
姉
妹
や
堂
姑
、
族
曽
祖
父
母
、
族
伯
叔
祖

父
母
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。

（
９
）
清
、沈
之
奇
撰
『
大
清
律
輯
註
』
七
二
九
～
七
三
五
頁
、法
律
出
版
社
、

二
〇
〇
〇
年
。

（
10
）『
唐
律
疏
議
』
一
五
八
～
一
六
〇
、
七
七
九
～
七
八
五
頁
、
東
海
書
店

景
印
、
一
九
六
八
年
。

（
11
）
沈
家
本
『
明
律
目
箋　

三
』
一
八
六
七
頁
、『
歴
代
刑
法
考
』
所
収
、

中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
。

（
12
）
大
清
律
「
九
曰
不
義
、謂
部
民
殺
本
属
知
府
・
知
州
・
知
県
、…
」（
前

掲
『
大
清
律
輯
註
』
一
〇
頁
）。

（
13
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
二
頁
。

（
14
）
大
清
律
「
皇
家
袒
免
以
上
親
被
毆
」
條
（
闘
殴
律
）、
前
掲
『
大
清
律

輯
註
』
七
二
七
頁
。

（
15
）『
清
国
行
政
法
』
第
壹
巻
下
、第
二
編
「
官
吏
法
」
第
四
章
第
四
節
「
刑

法
上
ノ
特
別
保
護
」
三
〇
二
～
三
〇
四
頁
、
大
正
三
年
原
刊
、
一
九
七

二
年
汲
古
書
院
複
印
。

（
16
）「
免
官
」
と
は
官
位
を
奪
う
こ
と
、「
奪
労
百
日
」
と
は
、
官
位
に
あ
っ

た
在
職
日
数
か
ら
百
日
を
減
ら
し
て
、
人
事
考
課
上
の
評
価
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
で
あ
る
。「
杖
督
」
と
は
、
梁
代
に
行
わ
れ
た
公
罪
の
非
違
に

対
し
て
官
吏
を
懲
罰
す
る
杖
刑
で
あ
る
（
内
田
智
雄
編
・
梅
原
郁
補
『
譯

注　

續
中
国
歴
代
刑
法
志
（
補
）』
二
二
頁
、
創
文
社
、
一
九
七
一
年
。

（
17
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
二
～
八
三
頁
。

（
18
）
前
掲
『
大
清
律
輯
注
』
二
三
～
二
五
頁
。「
律
後
註
」
に
は
、「
凡
有

品
級
文
官
、
…
至
笞
五
十
、
雖
准
贖
罪
、
解
去
現
任
、
仍
以
原
官
流
品
、

改
調
別
処
叙
用
。
此
赦
小
過
之
義
也
。
杖
六
十
至
杖
九
十
、
亦
倶
准
贖
、

解
任
逓
降
一
等
、
流
官
改
閑
散
雑
職
、
…
」
と
あ
る
。

（
19
）
前
掲
滋
賀
秀
三
譯
註
『
唐
律
疏
議　

譯
注
篇
一
』
一
〇
六
～
一
一
七
頁
。

（
20
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
三
頁
。

（
21
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
こ
の
引
用
で
は
、
両
テ
キ
ス
ト
間
に
字
句
の
異

同
が
あ
る
。
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
三
頁
。

（
22
）
瞿
同
祖
前
掲
書
二
一
八
～
二
一
九
頁
。

（
23
）
明
、
呂
坤
『
刑
戒
』「
官
莫
軽
打
」
條
。
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（
24
）
前
掲
拙
稿
「
章
炳
麟
「『
虜
憲
廃
疾
』
と
『
欽
定
憲
法
大
綱
』」
第
五
節
。

（
25
）
瞿
同
祖
前
掲
書
二
一
八
頁
。
前
掲
滋
賀
秀
三
譯
註
『
唐
律
疏
議　

譯

注
篇
一
』
八
九
～
九
一
、
一
〇
五
～
一
〇
七
頁
。

（
26
）
例
え
ば
大
清
律
「
以
理
去
官
」
條
（
名
例
律
）
に
、
官
を
解
か
れ
る

と
民
に
な
る
が
、「
以
理
」
の
場
合
は
、
官
員
扱
い
と
あ
る
（
前
掲
『
大

清
律
輯
註
』
三
七
～
三
九
頁
）。

第
四
節

（
１
）
例
え
ば
『
塩
鉄
論
』
本
議
篇
に
「
惟
始
元
六
年
有
詔
書
。
…
文
学
對

曰
、
窃
聞
、
治
人
之
道
、
防
淫
佚
之
原
、
広
道
徳
之
端
、
抑
末
利
而
開

仁
義
。
毌
示
以
利
、
然
後
教
化
可
興
、
而
風
俗
可
移
也
」「
文
学
曰
、
国

有
沃
野
之
饒
、
而
民
不
足
于
食
者
、
工
商
盛
而
本
業
荒
也
」
と
あ
る
。

儒
教
は
基
本
的
に
商
業
抑
制
の
立
場
に
立
つ
。
小
島
祐
馬
「
支
那
経
済

思
想
ノ
出
発
点
」（
一
）（
二
完
）、『
経
済
論
叢
』
四
巻
三
、
五
号
、
一

九
一
七
年
。
穂
積
文
雄
『
先
秦
経
済
思
想
史
論
』、
有
斐
閣
、
一
九
四
二

年
。
日
原
利
国
「『
塩
鉄
論
』
の
思
想
的
研
究
」、『
東
洋
の
文
化
と
社
会
』

四
、
一
九
五
六
年
な
ど
。
ま
た
前
掲
小
林
・
佐
藤
『
清
末
功
利
思
想
と

日
本
』
第
二
章
第
三
節
、
第
五
章
。

（
２
）
前
掲
拙
稿
「
章
炳
麟
『
虜
憲
廃
疾
』
と
『
欽
定
憲
法
大
綱
』」
第
五
節
。

（
３
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
三
～
八
四
頁
。

（
４
）
例
え
ば
『
尚
書
』
益
稷
に
「
予
欲
観
古
人
之
象
。
日
月
星
辰
、
山
龍

華
蟲
、
作
会
、
宗
彝
、
藻
火
粉
米
、
黼
黻
絺
繡
、
以
五
采
彰
施
于
五
色

作
服
。」
と
あ
る
。
古
代
で
も
、
す
で
に
天
子
か
ら
士
ま
で
、
天
子
は
十

二
の
模
様
、
諸
侯
は
八
の
模
様
と
い
っ
た
具
合
に
、
位
階
に
応
じ
て
指

定
さ
れ
た
模
様
を
衣
服
に
装
飾
し
て
、
社
会
的
位
置
を
示
そ
う
と
し
て

い
る
。
ま
た
沈
従
文『
中
国
古
代
服
飾
研
究
』参
照（
一
九
八
一
年
原
刊
、

上
海
書
店
、
二
〇
〇
二
年
再
刊
）。

（
５
）『
唐
会
要
』
巻
三
十
一
「
章
服
品
第
」
に
、「
貞
観
四
年
八
月
十
四
日

詔
曰
、…
於
是
三
品
已
上
服
紫
、四
品
五
品
已
上
服
緋
、六
品
七
品
以
緑
、

八
品
以
青
」
と
あ
る
。
ま
た
唐
、
武
徳
四
（
六
二
一
）
年
に
は
、
車
輿
・

衣
服
令
が
制
定
さ
れ
て
い
る
（『
新
唐
書
』
車
服
志
）。

（
６
）
例
え
ば
『
漢
書
』
高
帝
紀
下
に
「
漢
高
祖
八
年
春
三
月
、
賈
人
毋
得

衣
錦
繡
綺
穀
絺
紵
罽
、
操
兵
、
乗
騎
馬
」
と
あ
り
、『
唐
会
要
』
に
も
商

人
騎
馬
の
禁
止
条
項
が
あ
り
（
巻
三
十
一
雑
録
）、
商
人
は
華
美
な
衣
服

の
着
用
や
騎
馬
が
規
制
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
宋
史
』
輿
服
志
五
に
、「
太

宗
太
平
興
国
七
年
、
詔
曰
、
士
庶
之
間
、
車
服
之
制
、
至
于
喪
葬
、
各

有
等
差
。
近
年
以
来
、
頗
成
踰
僭
。
…
。
昉
奏
。
今
後
富
商
大
賈
乗
馬
、

漆
素
鞍
者
勿
禁
。
…
。
旧
制
、
庶
人
服
白
。
今
請
流
外
官
及
貢
挙
人
、

庶
人
通
服
皀
。
工
商
、
庶
人
家
乗
檐
子
、
或
用
四
人
、
八
人
、
請
禁
断
。

聴
乗
車
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て
商
人
に
対
す
る
衣

服
や
乗
物
の
規
制
は
変
化
し
て
い
る
が
、
官
員
と
は
違
い
、
商
人
は
総

じ
て
蔑
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
規
制
さ
れ
た
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
７
）
富
商
の
生
活
が
贅
沢
で
華
美
な
衣
服
を
用
い
て
い
た
有
様
は
、
例
え
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ば
漢
の
賈
誼
が
文
帝
に
上
奏
し
て
、「
白
穀
之
表
、
薄
紈
之
裏
、
舖
以
偏

諸
、
美
者
黼
繡
、
古
天
子
之
服
、
今
富
人
大
賈
嘉
会
召
客
者
、
以
被
牆
」

（『
漢
書
』
賈
誼
伝
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
商
人
が
道

徳
主
義
的
立
場
か
ら
批
判
を
受
け
る
一
因
で
あ
ろ
う
。

（
８
）
晋
「
服
制
令
」（
前
掲
程
樹
徳
『
九
朝
律
考
』
晋
律
考
下
三
五
二
頁
）。

（
９
）
前
掲
『
宋
史
』
輿
服
志
五
。
前
掲
沈
従
文
『
中
国
古
代
服
飾
研
究
』

第
一
〇
四
「
清
明
上
河
図
中
労
動
人
民
和
市
民
」。

（
10
）
前
掲
程
樹
徳
『
九
朝
律
考
』
晋
律
考
下
三
五
二
頁
。

（
11
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
こ
の
引
用
で
は
、
両
テ
キ
ス
ト
間
に
字
句
の
異

同
が
あ
る
。
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
四
頁
。

（
12
）
杜
恂
誠
『
民
族
資
本
主
義
与
旧
中
国
政
府
（
一
八
四
〇
︱
一
九
三
七
）』

（
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
に
よ
る
と
、
清
末
（
一
八

九
〇
︱
一
九
一
一
）
に
お
け
る
民
族
資
本
家
の
出
身
階
層
は
、
産
業
資

本
と
呼
べ
る
棉
紡
績
業
の
場
合
、
官
僚
紳
士
層
六
三
・
七
％
、
買
弁
二

二
・
六
％
、
商
人
九
・
一
％
、
そ
の
他
と
な
り
、
官
僚
紳
士
層
が
突
出

し
て
多
い
。
例
え
ば
張
謇
、
厳
信
厚
、
陸
潤
庠
、
孫
家
鼐
ら
は
棉
紡
績

業
を
創
業
し
た
が
、
い
ず
れ
も
官
僚
出
身
で
清
朝
政
府
と
密
接
な
関
係

に
あ
っ
た
（
五
三
頁
）。
こ
れ
は
、
資
本
調
達
の
問
題
や
技
術
面
で
西
洋

企
業
に
依
存
す
る
一
方
、
西
洋
企
業
と
競
争
す
る
現
実
や
封
建
的
な
も

の
か
ら
の
妨
害
が
あ
っ
て
、
企
業
側
が
政
府
の
保
護
を
必
要
と
し
た
こ

と
と
関
連
す
る
（
五
三
～
五
五
頁
）。

（
13
）『
塩
鉄
論
』
本
議
篇
。

（
14
）「
代
議
然
否
論
」、前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
三
〇
七
～
三
〇
八
頁
。

（
15
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
こ
の
引
用
で
は
、
両
テ
キ
ス
ト
間
に
字
句
の
異

同
が
あ
る
。
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
四
頁
。

（
16
）
前
掲
小
林
・
佐
藤
『
清
末
功
利
思
想
と
日
本
』
第
五
章
。

（
17
）「
与
馬
良
書
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
一
八
五
頁
。

（
18
）「
五
無
論
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
四
三
一
頁
。

（
19
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
四
頁
。

（
20
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
四
頁
。

（
21
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
四
頁
。

（
22
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
こ
の
引
用
で
は
、
両
テ
キ
ス
ト
間
に
字
句
の
異

同
が
あ
る
。
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
四
頁
。

（
23
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
こ
の
引
用
で
は
、
両
テ
キ
ス
ト
間
に
字
句
の
異

同
が
あ
る
。
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
四
～
八
五
頁
。

（
24
）
喬
志
強
編
『
中
国
近
代
社
会
史
』
二
一
二
～
二
一
六
、
二
一
八
～
二

二
〇
頁
、
北
京
人
民
出
版
社
原
刊
、
台
北
南
天
書
局
、
一
九
九
八
年
。

（
25
）
前
掲
拙
稿
「
章
炳
麟
『
虜
憲
廃
疾
』
と
『
欽
定
憲
法
大
綱
』」
第
五
節
。

（
26
）
前
掲
小
林
・
佐
藤
『
清
末
功
利
思
想
と
日
本
』
第
五
章
。

（
27
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
五
頁
。

（
28
）『
晋
書
』
刑
法
志
。

（
29
）
前
掲
拙
稿
「
章
炳
麟
『
虜
憲
廃
疾
』
と
『
欽
定
憲
法
大
綱
』」。

（
30
）
前
掲
内
田
智
雄
編
・
梅
原
郁
（
補
）『
譯
註　

續
中
国
歴
代
刑
法
志

（
補
）』
二
〇
頁
。
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（
31
）
前
掲
沈
家
本
『
歴
代
刑
法
考
』「
刑
法
分
考
十
六　

贖
」
四
五
六
頁
。

（
32
）
前
掲
滋
賀
秀
三
譯
注
『
唐
律
疏
議　

譯
注
篇
一
』
七
三
～
八
二
頁
。

仁
井
田
陞
『
補
訂　

中
国
法
制
史
研
究　

刑
法
』
二
四
五
～
二
四
七
頁
、

東
京
大
学
出
版
会
、
補
訂
版
一
九
八
〇
年
。

（
33
）
宮
沢
知
之
「
明
代
贖
法
の
変
遷
」（
梅
原
郁
編
『
前
近
代
中
国
の
刑
罰
』、

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年
）。
氏
に
よ
れ
ば
、
贖
の
対

象
範
囲
は
、
文
武
職
官
・
監
生
生
員
・
老
幼
廃
疾
・
婦
人
・
資
産
の
多

寡
と
い
っ
た
、
職
階
や
身
分
、
貧
富
の
格
差
な
ど
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
、

贖
す
る
も
の
も
、
銭
・
鈔
・
銀
以
外
に
、
米
や
草
と
い
っ
た
実
物
、
力

役
や
罰
俸
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
明
代
の
贖
法
は
変
遷
し
て

い
る
が
、
例
贖
は
最
終
的
に
資
産
の
多
寡
を
基
準
に
す
る
も
の
に
な
っ

た
と
言
う
。
富
人
に
有
利
な
の
で
あ
る
。

（
34
）
大
清
律
「
附　

納
贖
例
図
」「
附　

老
疾
等
罪
倶
照
外
贖
例
図
」
参
照
。

他
に
も
「
附　

在
外
納
贖
諸
例
図
」
な
ど
が
あ
る
。

（
35
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
五
頁
。

（
36
）「
篤
癃
病
」
は
篤
疾
・
廃
疾
・
残
疾
の
こ
と
で
、
篤
疾
・
廃
疾
・
残
疾

と
は
、
障
害
の
程
度
を
重
・
中
・
軽
の
三
段
階
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
。

内
田
智
雄
・
日
原
利
国
校
訂
『
定
本
明
律
国
字
解
』「
老
小
廃
疾
収
贖
」

條
参
照
（
七
七
～
八
〇
頁
、
創
文
社
、
昭
和
四
一
年
）。��

（
37
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
こ
の
引
用
で
は
、
両
テ
キ
ス
ト
間
に
字
句
の
異

同
が
あ
る
。
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
五
頁
。

（
38
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
五
頁
。

（
39
）『
新
世
紀
』
四
一
号
（
一
九
〇
八
年
四
月
四
日
）
に
、
筆
号
「
無
譯
」

が
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の�

“Law
�and�A

uthority

”�

を
「
法
律
与
強
権
」
の

題
で
訳
載
し
て
お
り
、
そ
こ
に
「
由
是
而
観
、
可
知
法
律
祗
便
于
政
治

及
官
吏
之
自
利
、
絶
無
維
持
秩
序
改
良
人
格
之
価
値
」
と
あ
る
。
ま
た

四
七
号
（
一
九
〇
八
年
五
月
一
六
日
）
の
「
法
律
与
強
権
（
続
）」
に
は
、

「
其
設
律
之
目
的
、
表
面
則
似
為
保
護
人
民
之
生
命
、
而
実
則
為
保
護
富

有
者
之
私
産
」「
法
律
者
乃
資
本
家
護
符
而
于
人
民
無
益
也
」
と
い
っ
た

言
葉
も
見
え
る
。
法
律
は
現
政
権
や
官
吏
を
利
す
る
も
の
と
い
う
認
識

の
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
太
炎
は
、
当
時
の
無
政
府
主
義
者
の
主
張

を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
40
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
五
頁
。

（
41
）
前
掲
沈
家
本
『
明
律
目
箋　

一
』「
十
悪
」
の
按
語
は
、
不
敬
、
不
孝
、

不
睦
、不
義
な
ど
、そ
れ
ほ
ど
重
罪
で
は
な
い
規
定
も
、隋
に
至
っ
て
「
十

悪
」
の
中
に
加
え
ら
れ
た
と
指
摘
し
、
そ
れ
が
唐
律
の
問
題
点
だ
と
言

う
（
前
掲
『
歴
代
刑
法
考
』（
四
）
一
七
八
七
頁
）。

（
42
）
前
掲
滋
賀
秀
三
譯
註
『
唐
律
疏
議　

譯
注
篇
一
』
六
〇
～
六
二
頁
。

（
43
）「
上
闌
沃
殿
」
句
は
意
味
不
明
な
の
で
、「
上
闌
入
宮
殿
門
」
の
誤
記

か
と
考
え
ら
れ
る
。「
謗
上
」
句
と
併
せ
る
と
、
両
句
は
『
太
平
御
覧
』

六
四
二
引
『
晋
律
』
並
び
に
注
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
四
歳
刑　

若
復
上

闌
入
宮
殿
門
」「
三
歳
刑　

上
而
謗
」
と
あ
る
。
前
掲
程
樹
徳
『
九
朝
律

考
』
晋
律
考
上
、
二
八
六
頁
。

（
44
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
五
頁
。
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（
45
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
五
頁
。

（
46
）
前
掲
『
唐
律
疏
議
』
五
三
三
頁
。

（
47
）
前
掲
程
樹
徳
『
九
朝
律
考
』
晋
律
考
中
の
「
大
不
敬
棄
市
」
の
項
に

見
え
る
「
書
鈔
引
干
寶
晋
紀
」
の
劉
毅
の
例
（
三
〇
二
～
三
〇
三
頁
）。

（
48
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
五
頁
。
晋
律
は

『
御
覧
』
六
百
四
十
二
所
引
。
前
掲
程
樹
徳
『
九
朝
律
考
』
晋
律
考
上
二

八
六
頁
。

（
49
）「
偽
写
官
文
書
印
」
條
（
詐
欺
律
）、
前
掲
『
唐
律
疏
議
』
一
〇
四
七
～

一
〇
四
八
頁
。

（
50
）「
玄
象
器
物
」
條
（
職
制
律
）、
前
掲
『
唐
律
疏
議
』
五
〇
九
～
五
一

〇
頁
。

（
51
）
前
掲
『
唐
律
疏
議
』
一
四
五
～
一
四
七
頁
。
前
掲
滋
賀
秀
三
譯
註
『
唐

律
疏
議　

譯
注
篇
一
』
三
六
～
四
〇
頁
。

（
52
）
前
掲
瞿
同
祖
「
中
国
法
律
之
儒
家
化
」、
前
掲
『
中
国
法
律
与
中
国
社

会
』
附
録
。

（
53
）
瞿
同
祖
前
掲
論
文
は
、
礼
経
が
律
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
は
最
も
重
要

な
出
来
事
だ
と
指
摘
す
る
（
三
三
六
～
三
三
七
頁
）。

結
び

（
１
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
五
～
八
六
頁
。

（
２
）
梁
啓
超
『
中
国
法
理
学
発
達
史
論
』「
礼
治
主
義
与
法
治
主
義
」「
法

治
主
義
之
発
生
与
其
衰
微
」、『
新
民
叢
報
』
七
七
、
七
八
号
原
載
、
一

九
〇
六
年
、『
飲
冰
室
文
集
』（
一
五
）
所
収
。

（
３
）
厳
復
『
法
意
』
三
二
按
語
（
王
栻
主
編
『
厳
復
集
』
第
四
冊
九
五
三
～

九
五
四
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）。

（
４
）
厳
復
『
法
意
』
八
二
按
語
。
前
掲
『
厳
復
集
』
九
八
一
～
九
八
二
頁
。

（
５
）
張
晋
藩
「
論
章
太
炎
的
法
律
思
想
」、『
中
国
法
律
史
論
』、
法
律
出
版

社
、
一
九
八
二
年
。
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